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陳情第　　 １　　号

米価について

陳　情　者　　　愛知県安城市

社会の歪を鋭 く追Ｘ政策提言する世直し集団 「一輪のバラ の会」

代表　加　藤　克　助

ＥＫＩに 国民の圭食である米の価格統制 をするこ とを求め る意見書の提ぷに関する陳情

陳情の内容

「防衛白書、 令和５年度」 ２０２３年度から ５年間で防衛Ｒは約４３兆 ＦＩ 程度 と増額し 、国内総生産

ＧＤＰ１ ９６からＧＤＰ２９６ を目安に しています。

この よう に９衛。戮は増額 していま す、 食糧安を保障の観点からＲＩＲの生食である米の価格を統愾

し、 米農家の所得の安定を 回る べき で、 米価格統制甎用は食糧安を保障の見ｔか ら防衛費から 拠出

すべ きです。

それに、 農林水産省九 ナト｜農ａＭ 白書、に よれば自 営農業に従事する 「ま幹的農業従事者」 人数

２０００年２４０万人→２０２３年 １１６万人に減夕、う ち６５歳 Ｊ２Ｊ、 上８２万人、 「基幹白りｎ業従事者」平丿白年齢６８．７

歳、 １０年後平均年齢は約８０歳で、こ のま までは日本の農業は消滅し ます。

＜陳情事項ン

令和７年度も 米の価格の高騰は収ま りま せん、ＲＩＲの生活を 守る ため 、国 に対 し国民の圭食であ

る米の価格を統制する こと を求める意見書の提芭をお■いいた しま す。

１－

受ミ年Ｊ１日　令和 ７年 １１ 万２５日





陳情第　　２　　号

臓器移植について

陳　情　者　　　東京都新宿ＩＸ

一般社回法人　中国における臓器移植を考える会

代表　丸　ＬＬＩ　 治　章

臓器移植に関わる不ｉＥな臓器取引や移植目的の渡航等を防止 し、 国民が知らずに

犯罪に巻 き込まれるこ とを防ぐための環境整備等を求める意見書提仏の陳情

陳情の｜メｉｌ容

国際社会 と万１並みを 揃え 、臓器移植に 関わ る不 ｊ］Ｅな臓器取り ｜や移植 目白！Ｊ の渡航等 を防１ｈ し、 ｍＲ

が知 らずに違法な臓器移植に巻 き込まれるこ とを 防ぐため、適切な臓器移植が行われる必要性につ

いて の啓発活動な どの環境整備 を求める 意見書を Ｅ回へ提范す るこ とに つい て陳情致 しま す。

＜陳情事項｀＞

世界では移植ＪＩ臓器の不万１ を背景に、不ミな臓器取り ｜や移植 目白りの渡航が深刻化 しており 、人権

侵害 や【Ｘ療倫ＪＩの危機にぢ面し てい ます。こ の深刻な状況に対 し、 ＥＫＩ際社会は具体ｌｙＪ な行動を起こ

して いま す。 ＥＫＩほ移植学台 （ＴＴＳ）お よびｍほ腎臓学会 （ＩＳＮ）は ２００８年に 、「大の臓５の取りトや

臓６摘１１の ため の大４取り［は禁止さ れ、 Ｗ聆とさ れる べき であ る］ 「各ｍａ府やＥ療従事者は 自国
Ｓ

住民の移植ツ ーリ ズム ヘの 関与 を予 防、 ｍ止する 方策 を実行すべき であ る」 等と する 「臓器取り｜と

移植ツー リズムに関す るイ スタ ンブール宣言」を声明 しま した。

臓器８植に関する法律のＩＵ定や法改ｊＥについては、２００８年のイ スラ エルを筆頭に、２０１０年スペイ

ン、 ２０ １５年イ タリ ア、 ２０ １５年台湾、 ２０ １９年カ ナダ、２０１９年ベル ギー 、２０２２年英ｍ 、２０２４年豪ナト｜が

むっ てお りま す。 この よう に、 ｍほ社会 はー、万‾四氤器取り ｌや８４ 日自りの ＳＩＭに つい て、 皿な大

・回Ｒ・ びＩＸ療倫を上の鶚題 とし て、 ＥＫＩＫ の生命の 「ｕ」Ｒ とし て２縦し、そ の回題解決に 鸚けて具体

的な行動 を強めて いま す。

我が国においては、日 本移植学会、 日本臨床腎移植学会、 日本内科学会、日 本腎臓学会、 日本透

析医学会が、 ２０２２年４ ＪＩ に、 「移植の恩恵 は、 非倫ＪＩ１１ 自り行為や搾取的 な行為に依存する こと なく」

「必要と する 大４ に分 ｌｉａさ れな ければな らな い」 等と する 「イ スタ ンブール宣言２０ １８、５学会共回

３



声明」を表明 していますが、それに対応する環境整備は不十分で、 国際的な潮流に後れを とってい

ます。

公益社回法人日本臓器移植ネッ トワ ーク によ れば、現在、 国内では約１６，５００人 もの人が移植を希

望し登録しているのですが、臓器提供は年間で約１００件程度となっており 、Ｅ倒的なドナー不足が

大き な課題と なっています。この現状から、 海外での臓器移植を求め渡航する人は後を絶たず、

２０２３年にＲ表された厚生労働省の調査では、 海外での臓器移植手術後、 琉内のＫ療機関に通｜｜して

いる患者は、 ２０２３年３Ｊｊ 末時点で５４３人です。

海外での臓器移植について、臓器提供Ｒのはっき りしない斡旋を行っている事業者もあり 、依然

として渡航８植の危Ｒ性が存在 していま す。 実ほ、海外でのＳ器移植を希望するＩＥ者に対し、ＤＩの

許ぢを受けずに臓器提ｍを斡旋したとして、 ＮＰＯ法人の１１事が実刑判決を受けま した。

さら に、 早期の臓器移植を願い、斡旋回体へ何千万Ｘエ］ もの渡航移植１用を支払ったに も関わら
ｉ・

ず、 海外の稚拙な医療施ａでの手術の後、回 もな くｌ！： くな った 日本人レシピエン トも複数報告され

ています。そ して、海外で臓器移植手術を受けた患者が帰ほ｜後、 ほ｜内の病院での診療を希望しまし

たが、病院側が「臓器売買や移植ツ ーリ ズム に獸与しない」と の方針で診療を拒否しました。 この

対６を不服と した患者は、 Ｅ師法弟１９条の応ぞ義務ａｊえを主張し、 病ＲｇＵ に損害賠償を求める裁

牛Ｕ を起こし ました。 この よう に、 医療関係者も いき なり 訴なされるリ スク を背１う こと になるので

す。

これらの状況を・まえ、貴議会におかれましては、ＥＳＩ会及びａ府に対し、臓５移植に関わる不正

な臓器取｀ち｜や移植目的の渡航等を防止し、１萢民が知らずに犯罪に巻き ｉとまれるこ とを防ぐための環

境整備等 を求める 意見書を提出する こと を強 く要請致 しま す。

本意見書の提莖は、我が｜ミＫＩが人道Ｗ亂に積極的に取り組み、 国ほ社会における責任を果たすた

め、 そして、 ＥＥＩＲの生命と 人権を守るための重要な一歩と なり ます。貴議長Ｒをはじめとする議戮

各位には、ぜひと も本陳情にごＪＩ解頂き、 ｔ方自治法第９９条に基づく意見書の提出にご尽力賜 りま

すよ う心より おＳい申 し上げま す。

－４－

受‾ミ年Ｊ１ 日　 令和 ７年 １１　Ｊモｊ　２８　日



Ｗ情第　　３　　 芳（ｔ康福祉　産業環境 ・文教委戮会）

行政にかかる諸問題について

Ｗ情者 堺市堺区

堺社会保障推進協議会

会悵　今　 日Ｅ］光　ｔ　他７５２筆

陳情の肖容

ヵＲ９やまネ１（特に私たちの主まである米）など生湘こ関わる９ａ高ほと市税によ り、 ぢたちの

暮ら しは大変にな っていま すｏ 新型 コロ ナ感染症の５類り ｜き 下げに伴つて、診療や検査に対する ・ａ

ｇｎ 社！が廃止さ れた 中、 霧年 も感染拡大が散Ｒ自り にａ りき されＫ療機関や介護嶌設、 特にほがい施

ａでの戮担は大き く経営を逼迫していま す。

そし て昨年のＥ療 ・介護・ 障がい福祉サービスの トリ プルａ定によ り、 患者れｍ者が一部１！ 社！す

るこ とに より 、ぼ療・ 介護 ・福祉の現場は疲弊しています。

自治体の最大の使命は、住Ｒの いの ちと 暮ら し、 そして営業を 守る ため にＳ くこ とです。

令和７年 （２０２５年）１ １万 １２ 日付で私たち は堺市が 自治のま ち、 そして社命Ｓ市と して の権ほや財

・を十分に活かし て、 社会保籌。を モた実し て魯、く よう 、Ｊユ下の事項の実現 を求める ２，０２５筆のそ名を

お届 けいたし まし た。 その後も この陳情内容の６項目 まと めた要望署４５に は市Ｒか らあ らた に７５２

筆の賛回Ｊｌｔｌが寄せられま した （前回の２，０２５筆と合わせて２，７７７筆） ので、これを添えては情しま

す。

＜陳情事項ン

１． マイ ナＲＲ証考Ｕ Ｊ４ｊ・録し ない方へ もり ｜き 続き 資格確認書を発行 し、 紙の保険証に戻す よう市

議会 とし て、 国に 求め てく ださ い。

健康福祉委員会審査分

２． Ｋ療 ・ｍ民健康保険に関して

（１）Ｎ匹の統一化（ 自。治体が実加ｉ して きたま定外４ り入れや条例減免のＭ■の統一）を・直す

よう に府 に進言し てく ださ い。

（２）ｔ金め繰入や均等割 りの廃止 などでは今市の中 でも 高い堺市のＲＩ保料を他の健康保険料並

５



みにリ｜ き下げて ください。特に子育て世帯への負担軽減は急務です。

（３）滯ｊＭ ｔｔｔ・ に対する徴収ｇミ化にｋ対 し、 安易 な資格ＳＥｌｊ害の発行はせず、特に特ＳＵ事情１４の

すみやかに資格確ｔ書を発行してく ださい。

（４）ＲＩ保滞納世帯への機械的な 「財産」 ・押えはやめて下 さい。そ して個人情報保護法の観点

から督促状・付者の掲示を止めてく ださ い。

（５）ＥＩＲ４４条（医療箙一部甎担金の減免制度） を市ｊ∃ｉｌ にＳヽか りやすく そし て誰 もが より 利Ｊ：目し

やすい制度に なる よう 改善させて下さい。そ して しお りを必ず 目の届く 所にｔ置 して くださ

い。

（６）個人情報がｔ視されるマイナンバーカード制度の・夕目 を■制も しく は誘導しないでく ださ

Ｘ／ ｌ。

（７）加料低額診療Ｍ度を もっ と加 らせ、堺市独 白變Ｒ夕１ヽ薬局でも ｆり用羝来る よう にし てく ださ

。χ／ｌ。

３． 介護保険、高齢者施策に関 して

（１）介護保険か らの要介護１ ・２外し、更なる保険料の値上げはやめてく ださ い。
９

（２）介護保Ｒ料の減免制度の更な る拡充（低所得者への適切な対応） と手りＪｌｌ料の減免１ｌへ度 をつ

くっ てく ださ い。

（３）介籌氣不箆。、 ケア マネ ージ ャー不えへの対策の具体化 ・予算化をしてく ださ い。

（４）ａ合事業の訪１雋介護サービス・ ｌｌ所介護サ ービスは、専 ｒｌｌＳ によ るサ ービスを継縦 し、報

酬を 適切 にリ Ｉき 上げてく ださ い。

（５）高齢社会の中で、加齢性難聴は本人が気づきに くいため聴力検査 ・検診の実施及び補聴器

購入の助成を して くだ さい。

（６）介護保険申請から２定結、宋：ま でのｊｌ準な内の 日Ｒを維持し、そ して さら に申請か らぼ定ま

で１ 日で も搾！く ｍ来るよ う人手をｍやすな ど！ｉ！たにますＪお して くだ さい。

（７）おむつ代の上豫、を ９，０００Ｆ９に戻して下 さい。ま た、 介護ａ定結束がｊ！いのに要介護４ ・５の

人はおむつ申請が結果がｍてか らでない とで きな い。 介護認定串請１４ にさ かのぼっ て堺市と

して給付 して くだ さい。

（８）介護保険に対するフド服審をの受付や意見陳・は、 大阪市でなく 堺市で実施してく ださ い。

４． 子どものＫ療費助成制度は、一部甎担金をな くしてく ださい。

５． 障がい者施策に関 して

（１ ）｜陬がい児者がｊｔｋｊ成で安心 して暮らせる よう 、障がい に１おじ た多様な 「暮 らしの場」とし

て、 グループホームに ｜！Ｒ定 しない、 障がい児者の生活施設を求めま す。 その為の補助や人材

確保について、具体的な支援を求め ます。

（２）新たな感染症対策に対して、 事業継続のため、 市と して責任を待った対策を求めま す。

６



（３）障がい者施設の授産製ＩＢの販ほや優先調達な ど積極的な支援策を講 じて くだ さい。

（４）福祉人材が不万１していて、 障がい児者の余ｅ活動が制ほさ れて いま す。 その人がその入ら

しく 生き る権１り の保障と して の活動を確保する為人材確保に市と して責任 をも って取り 組ん

でく ださ い。

６　 健診 に回 して

（１ ）がん検診の無償化は 、年齢制皸（偶数年度など）や期Ｒをつ けずに拡ヲｔ して 下さ い。 がん

検診には奇数年偶数年とかけて戞けるの もあ りま す。 受けやすい環境と してこの よう な加ＪＩＲ

はな くし てく ださ い。

（２）Ｅ婦歯奉Ｆ才目談だけでなく ｔ診事業を創なして下さい。ａ人歯科検診が毎年、を年齢が受診

でき るよ うに し拡充し てく ださ い。 上記の健診はすべて無償化 して くだ さい。

（３）特定健診のＦ’ヨ容を心電回やフ レイ ル検査・ 聴覚検をなどを増やして改善・ 拡充して下さ

い。 猖、前のすこやか健診時の様に４０歳猖、上で堺市在住であればスムーズに検診受診ができる

よう に受診券発行制度 をや め、 その分検査ＦちＪ 容。を拡大し てく ださ い。

（４）移動健診の実施など、も っと かか りやすいシス テム をつ くってく ださ い。

（５）「帯状疱疹 （ワ クチ ン） 」への助成が始ま りま したがま だまだ高額と なっていますｏまた

対象年齢もｍられています。９ぶの・な るり ｜き 上げと、 対象年齢の枠を広げＭ種しやすい環

境づくり にしてく ださい。 り｜ き続き新Ｍコ ロナの感染者もｍている中、ワ クチンの助成が無

くな るのはかなり のＩＪ４ミｊ ｆ！担です。 堺市独自 の制度を作っ てく ださ い。

７． 生活保護に関 して

（１）生活保護を 申請 した時は、すみやかに受理 し、 申請権を保ほ して くだ さい。

（２）扶養Ｓ会は申請者の意向を尊重した扱いに改善 して くだ さい。

（３）厚労省ｊｌ知に もと づき 車の保有や就労支援の在り 力な どは、柔軟に対応 して くだ さい。

（４）リ｜き続き ｉＥ双眼戮（ケースワーカ ー） をぶ準どおり に増ｊし、５ｆｌＵＪＩ目者に寄り添った援助を

して くだ さい。

（５）ａ合ａりな相談窓口 （全ての ＩＸ役所に） を設置してく ださ い。

（６）エ アコ ン設置の対象が新規一 転居者な ので対象枠を広げて欲 しい。ま た物価高騰に対して

冬期■び夏季加算が検おしてく ださ い。

（７）家攷の上ｍ （３８，０００Ｆｊ） を孤げて くだ さい。

８． 子育て支援に関して

（１）保塰所の髱Ｘ鳬準の見直 しと袖９金の増額で安を、 安心できかな保きができる よう 、保育

士の処遇改善が出来る よう にしてく ださ い。 待機児ゼロではな く、 実情を把握して実態を報

告し てく ださ い。

（２）保育料の給食Ｒに滞納があっ た場合、 児童手甄から徴収 しな いで ください。

７－



（３）子ども食堂は、 すべての八ヽ学校区に回設し、 最初だけではなく 継続的な支援制度にしてく

ださ い。

（４）こ ども 誰で も通園愾度は子ど もの安全の確保と 受け入れ体制の整備がぷ来 る制度に してく

ださい。

産業環境委員会審査９

９． ６５歳ぷ上の高尚者のゴミ Ｗ畝収集は、 ホームヘルパーｊＦＩＵＪ１１者と いう 条件をはずして対象枠を

広げてく ださ い。 ゴミ 出しのできない串高層住宅などには個別に収集して下さい。ま た、 希望

者に は見守り 等の対応 をし てく ださ い。

文教委ｊｉ会審ま分

１０．就学援助制度は、認定基準を拡充して ください。

１１．学校む食嗷の無償化は、 早なにを学年で恒常白りに して ください。

１２．堺市が責任を持ってのびのびルー ムな ど加：ほ後事業のｌｉ営を指導 ・管ミし、指導覧のタリ！１改
■　　’

善を して くだ さい。

－８－

受ミ年１ 日　 令和 ８年 卜８ ２８日



鶚、情第　　４　　 号（議会ぶ営 ・覦ぎ財政・ ｔ康福祉 ・産鴦戛境委員会）

行政にかかる諸問題について

陳　惰　者 堺市堺ＥＫ

日』 口　 篤　徳

＜陳情事項ン
１

議会｀冕営委員会審まＳヽ

１　 議員視察報告書について

情報な回 によ らず、自 ら進んでぬ関 して ほしい。

・市民、 行政との問題意識の共有化。

・叉；・事タｌの 肖丿回５ とのｔ贏の一致、 プラ ット ホー ムイヒ。

・議会回書室での公戛を希望。

２． 議会傍聴規定の見直し

従来から議会局に要望 し、 改善を希望していたが、改善さ れていな い、 現状にあ わない

規定の見直し を市民サ イド にをつた視点での改止 を求めた い。

３． 議会局の体制の見直し

議会局において、 様４ な市民対応における不作為がみられる。 改善を要望する。

４． 子供権利条例 につ いて

議会にお いて は内容を熟議 し、 子供権珮条例 に関連す る包括白りな 条例の制定を 求め るｏ

５． 議会において、検おさ れているハラスメ ント 条例 （案）のＸ大丿容について幅崔、く 市Ｒに啓Ｒ

し、 その制定を早急にめざすこ とを求める。

総務財政委Ｒ会審査分

６． 堺市において、各種、 傍聴の規定の見直しを行い個人情報についての対らを きっ ちり とす

る。

健康福祉委員会審査分

７． 子供権利条例 につ いて

范局において、「大」容を熟知 し、 各部局において、 その実現に［白］ けた、行動計画の策定を求

－９－



める。

産業環境委員会審査分

８． 外国人政策に ついて

・外国人の現状におけ るＩＵＩＳ点 を把覧す る為 にタ ーゲ ット （国 別、 年代 別） の実堆膃をを

要望する。

あわせて 、そ の回Ｒを解縦 し、 多文化氣生を 実ＥＩす るた めの審議会等 をａｌし、対応す

る。

１０　－

受ミ年万 日　 令和 ８年 ２Ｊミ１ ２日



Ｗ情第　　５　　号（鼈、務ｍ・は ・市民人権・ 健康福祉 ・建Ｒ・ 文教委員会）

行政にかかる諸「ＭＩＳについて

陳　情　者 堺市え［先

新日本婦人の会堺支部

代表　長川堂　いく子

大　野　ますみ

陳情の内容

私たち新日本婦人の会は、 ジェ ンダー平等をめざすＩＬ場から。若者や子育て世代から高齢者まで

の幅広い世代の会員の願いや要求をａみ上げ、様・を な生きづらさ を解消できる よう にと草の根の１１

勁をまめています。そのため最 も４ｉ！１： な市４に対して、 ほ令市の権ｍと財・を大いに活かし、市Ｒ

が圭人ぬで誰 もが安心 して暮らせる堺市であ って ほしいと切実に願っており ます。

国も大ｋ府・ 市も、Ｓを工事がをめられている夢汾｜のカ ジノ建ほを中止し、ＩＲするＸまへの対

策や被災 ｊｔｋ支援に 、力 を入れる べき では ないでし ょう かｏ

ＥＫＩ際情勢がかつてない緊張状態にあると称して、 国は巨額の防衛予算を計上 しよ うと していま

すｏ 堺市は国に対して、憲法を守り 、外交力で日本竈府の役割を果たし、平和に貢献する よう求め

ると とも に、 市Ｒの命 とぐらし を守 るた めの予算の増額を要望 して下さ い。 堺市 とし て「 自治体と

市民の繋がり の強化」 「安全・ 安心のｌ‘づ くり 」「福祉 ・教育の充実」「子どもの笑顔あふれる ｐｌｌづ

くり 」の実Ｅｇ１をＳう市Ｒの声を聞き、暮らし優先の街づく りの奥現のためこ こにほ情いた しますｏ

＜陳情事］１ン

総務財政委員会審査分

１． 広報さかいの更なる紙面の充実を要望し ます。

２． 市役所か舎や 【Ｘ役所Ｊヤ舎でＬＥＤイヒがＪ１１ｆｉ次実施されてい ますが、 祖覚障害者（兔盲の力）も音

声に よる 案Ｆ大ｌ があ ればけ舎 ｐ’ｓｊ を一 人で８動する こと がぢ能に なり ます。「 ここ はエ レベーター

ホー ルです。 」「○番のエ レベ ータ ーが到着 しま す。 」「 ここ にお手洗いがあり ます。」 など

音声によ る案内を検討して ください。また役所を訪れた際、サポー トしてく れる人がいる と大

変助かり ます。合わせて検討してく ださ い。

３． 国は さら に臭大な軍事戛を予算化しています。戦争するＥＫＩ にしてい くのではなく 、１まを守

１１



り、 国民の平和な暮ら しを守る ための予算を増やすよ う堺市と して ＥＥＩに要望 して下さ い。

４． ｔＥ期満了の■挙について は、 期日前Ｒ票所の増ａを してｊｆりＪ４１ しやすく して ください。ま た投

票所では車椅子の利用者への配慮がされていますが、 投票場所の入 り口から投票所ま での間も

バリ アフ リー化を進めて下 さい。

市Ｅ人権委員会審査分

５． 災害・難所の環境の改善を Ｊｉ！急 にすすめてく ださ い。 避難所と なる学校体育館への回訓整備

について は１０年度ま でに整備完了する との こと ですが、 近年の気象状Ｒを みて も対応が急がれ

ます。

６． 市Ｒが喩。康で文化ｎりな生活 をお くる ため に、 様４ なき動に徒歩で参加で きる施鼈がｊＺヽまで

す。 全て のＩＸに一つな上のｊ１民館や集会施ａ を早急に作り 、活動の場を提供でき るよ うに して

くだ さい。

７． Ｍ会での 「１１４Ｒ的夫婦別姓制度」導入の議論が進んでいま せん。堺市と して も議論が促進す

るよ うＭに向けて強く 働きかけをしてく ださい。

８． 市の公共施設や学校の トイ レに生理用品を常備してく ださいｏ

９． 非核宣言都市として、 市Ｒや学校園での平和の取 り組みを広げてく ださ い。 また市Ｒ団体の

平和の取 り組みに対してさ らなる後援・ 支援をしてく ださ い。

１０．「核兵器禁１Ｌ条約」はすでに署もが９５かＥＩ、 批准が７４か国に なっ てい ます。唯一の皸争被爆

ＥＳＩである 日本のａ府が署か批准をするよ う堺市と して国に要望 して ください。

健康福祉委員会審査分

１１．帯状疱疹、 肺炎球菌 ワク チン について、な１の対象年齢を６０歳から にり ｜き 下げ、な９補助額

を増やし てく ださ い。 ２回 目１ユほ もぬ１補助に して 下さ い。 後期高齢者は、帯４犬疱疹の接種年

齢５縦ＩＸちりり を止めていつでも 受け られるよ うに して くだ さい。

１２．府下統一保険料によ る国保科は全国一高い保険料です。 自治体独自減免は法的に可能と 聞き

ます６堺市独自の十分なで自社！軽減をむってく ださい。

１３．加齢ｔ生難梟は認タｌ］症の リス クを高め る事がｌｌら かに なっ てい ます。補竈器励ま事業はなＮｋ１

５００以上の市ＲＪ‘村へと広がっ ていて、 大阪市も補聴器嵬人助成をおこ なっ てい ます。高齢に

なっ ても ｔ康寿命のＫｆｑｌや Ｅ療１１ｑ］ ＩＵ にも つな がる ネＩＳＳ購入９成 を堺市自 白でおこ なっ てく

ださい。

１４．介護保険料は、 改定のたびに上が り、 市民にと って保険料ｊｎ挂！が・く なっ てい ます。介護保

Ｒ科の減でｉｍｌはあ りま すが、ａＪｌｌｌ されない多く の市Ｒが高い保Ｒ科１社！にな っていま す。介
Ｉ　　’

護保険料 をリ ｜き 下げてく ださ い。

１２



１５．堺市の特別養護老人ホームは、高齢者人口の増加を考慮 し、 市民が適切な介護サー ビス を利

ＪＩ 出来るよ う、 民虱の施ほに頼るのではな く、 なＴＳＬの施Ｒを増や して ください。

１６．ケアタ働といわれるＥ縦 ・ｊヽｉ ・保ガの現４には多く のがｔ生か従事していますが、 人ｊ４：ぞえ

の中 日４ の業務を こな し、 その上労働条件に見合わな い賃金体系で全産業平均に ｌ七べて低い水

準にあり ます。処ａ改善のために筑からの補助金に頼るだけでなく 、市の１万］ｊ担のよ り一層

の増額を お願いし ます。

１７．低所得の単４かＭＥ高ぬ者が安心して暮らせる よう支援を拡万た して ください。単をの高齢者が

孤５Ｚせず、 肓嵬で安心して竃。ら せる よう に１！、 ・考 り、 ｌｉｌり ごと に寄 りぷ うな 白り なま援の仕祖みを

作っ てく ださ い。

１８．堺市に も病院拠点１１の性暴力被宅者支援セン ター を設置してく ださ い。

１９．ｔ界で戦争や紛争が絶えない中、 戦争の悲惨さを風化させないために も、 大仙な回の平和の

塔周２は大切な場所です。 ホームページの説回文はわかり やす くな りま したが、 さらに充実さ

せ、 例え ば「平和のエ リア」と して 来回者に周知でき るよ う努めて下さ い。 ビジ ター セン ター

にもな園内の平和の資料と してパン フレ ット などを配架してく ださ い。

２０．保育士不えの改善の ため就ａ支援金の制度 を復活し て周知し 、保育士の処遇改善、 ■営補１

金の予算を堺市独自で増やして下さい。 保育士を養成する大学や専Ｐｌｊ学校への支援もｌ化 し、

保育士確保の手ｌｌてを早急に して下さい。 「こ ども誰でもｉ！園制度」が始ま りますが、子ども

の安全を確保する ため にも 保育士の補充を堺市の責任で行って下さ い。

２１．さ まざまな ｉ難 を抱 える 女性への支援の現場で相談活動 にあ たっ てい る女性相談戮を会計年

度任用職戮ではな くｉＥ規職員 として採用してく ださ い。

建設委Ｒ会審き・９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

２２．今堺市ＦＳｊの様４ なと ころでｔめら れている回Ｒによ り「住Ｅ県境」のｔ化か」 く見 られま

す。 ｊｔｋなの声を十や聞 きＪＲり 、安心して住み続けられる よう 整備計画の見ぬしを行って下さ

いｏ

２３．低所得の単４者 ・高齢者 ・障害者 ・子育て世代など住宅確保蜀皿者が安心して暮らせるよ

う市営住宅をを悁拡充 して ください。

２４．ＳＭＩ都心ライ ンについて市民は必要性を感じていません。 スト ップして ください。

２５．路線バスの減便によ り、 住ＲのＪＩがうばわれています。　 ａｉ転士の労働条件を改善してｌｌ転士

不箆。を解消 し、 ぬ線増加や便数を増や し路線の充実が回れる よう にしてく ださ い。 事業者ｔＥせ

にせず、 ａ共交ｊ！の充実にむけて市と して支援 して ください。

２６．日 き生きのＳＳ手Ｒとし て自 転車 を１りＪＩし てい る市Ｒが參行ニ戮や自 ・車と四九、 まをに亟

行できる よう 地域の道路環境の整備を進めて ください。自転車ヘルメッ トは命を守る心需品で
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す。 市独自のｔ接的なヘルメッ ト購入補助制度を翦開 して ください。

文教委ｊｉ会審査分

２７．堺市では堺区だ けＬＫの図書館があり ません。 堺【Ｘ民が利 ＪＩ しやすい場所 に１２ｇ：の 図書館を建て

てく ださ い。

２８．恒久ＭＪに学校給食鵞、を無償にする よう ま・ しま す。

２９．少子化 をミＩＥＩＥＩに教職戮の採丿目を控え るの では なく 小・ 中学校と もに ３０人Ｊｊ、下の少人数学級を

実施 し、 ｊＥ規の教職戮を増やすよ う要望します。子ども たち に自］き 合う 時回を確保するために

も教師の ｊｊにイヒを ＳＩｒｊ し、 教職祖のＭｌｌ改善を ぢＬたに実施 して下さ い。

３０．ａほ後掲１１対策事業のプロポーザル方式では事業所が変わるごとに指導Ｍも変わ ります。子

ども たち の継続的 な保育が保障 されずｉｌｉ営の変更などがあ り、 ｔ用者か らも 不安な声が聞かれ

ます。ま た教室のｊｉ密翫態は子どもたちの安をが確保出来ません。堺市の責任でχ匆、改善 して

下さい。

３１．年４ｆそ校児童 ・生徒が増えています。学校ＩＪＳｊに不ｔ校児童・ 生徒の袷場所として「スペ

シャ ルサ ポー トルーム 」のａ置 を進めて いる との事ですが、ａ置さ れて いる学校でも 対Ｊお‘ｉｉ］‘能

な教戮が夕な く日 ■白りにま定させる事がａｌ来ないと回 きま す。 をての小 ・中倅校で■まｎ校に

よるま援が安定白りにでき る教戮と教まを確保して下さい。ま た学校猖、外の教育支援教まをさぼ

に増加してく ださ い。 Ｒ回施設とも連携 して誰も が学び通える ための手厚い支援と予算の増額

を行って下さ い。

３２．児童生徒の読書離れが進んでいる と言われますが、 その防止に向けて回書館の存在は大きい

です。児ｊｌ生徒にと って４にな学校図書館で読書活動を充実させるだめには学校回書館７１１書の

存在が重要です。 そのためにも 学校回書館７７］書を増や して くだ さい。

３３．「全国学力テス ト」 や大阪府の「チャ レン ジテスト 」は受験の指標と学力向上のため行われ

ています。しかし教Ｒｊの負担は大きく 、学校回や子ども の問で競争が生まれていま す。 特に

「チ ャレンジテス ト」 の評価だけで受験枚が決ま って しま う方法は、子どもたちのｌｌぶ権魅を

奪っ てし まう ・れがあ りま す。 堺市では取り 祖ま ない よう 要望 しま す。

３４．就学前施ａや学齢期の教育の Ｅｇｌ場でのな括 む｜生教育の取り 組みを四い拡充し てく ださ い。

また子ど もた ちだけで なく 大人ｔ代 もＪｉＥ しく 学び直せるよ うな機会 を作 って くだ さい。

３５．学校回 での式や行事に日 の丸やむがｆｔを押し付け ないでく ださ い。

３６．令和７年度の子ども向け 「は衛白書」 は抑止力 として戦争準・を 日本でをめる内きで、 子ども

たぢの教育にふさわし くあ りません。堺市では学校や回書館で取り扱わないよう要望しますｏ

－１４　－
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Ｗ情第　　６　　 芳（ｔ康福祉委員会）

ＨＰＶ等ワクチンについて

陳　情　者　　　堺市ｔＫ

新型コロ ナワ クチ ン被害者を支援する堺市民の会

鹿　 を　 美千代

ＨＰＶワ クチ ンのｊＥＥ確な情報をき等を求める陳情

＜陳情事項ン

Ｌ　ＨＰＶ（子宮頸がん） ’ワ クチ ンについて

ＨＰＶ（子宮頸がん） ワク チン は、 ２００９年に 日本ｍ内で使万ｊがめまり 、２０１３年に定Ｍ接種化

されましたが、定ＪＵ」接種と なっ た自：後に１ くのＭｌ ｋｌお被害が報肖されたため、 たっ た２ヶＪ≡１

で、 積極的勧奨は中止とな りま したｏ

２０２２年４Ｊ９ に積極白り勧奨が肖開されましたが、２０１３年積極白り勧戛中止猖、前の接種によ り副反

応被害に あわ れた少女たち は回復し たの でし ょう かｒ

２００９年～２０１３年にワク チン副Ｒ応被害にあわれた方たちは、回１や製薬会社に対 し、 救済を

求め ましたが、をく救済・がお こなわれなかったため、２０１６年被害者約１２０人がｍ と製ｉ会社を

相手に提訴しました。

この裁判の筍、告 とな った被害者は、１５～２２歳の少女たち でし た。

現在 も裁１は続い てお り、 嶌年 １２ ｙｊ に大Ｒｊｉｋ裁で ｆｉ われた本人尋問が、最後のぬ回法廷

で、 判決は２０２７年春にｍます。

２００９～２０１３年 にＨＰＶ （子肖頸がん）ワ クチ ンの副ＲＩお被害 にあ った力た ちは、様４な 副ａ

Ｊお症１犬に苦しみ、 学校に通えな くな り、 夢をあき らめ、１３年たっ た現在も 、副Ｒ応症４犬に苦

しみ、ふつう の日 常をたる こと さえでき ないでい ます。

治療法は今も確ｊｌさ れていません。

２０２２年４ＪＩ に積極白り勧奨が翦戛後、 ＨＰＶ（子宮頸がん） ワク チン接種後の副１えル症状に対

丿心する ために国がｍ定した協力覧羝敬関を社規にを鵆する１、きがを口１でｔｍしていること

が、 厚労省研究班の濕査で分かっており 、積極的勧奨再現後か ら３年２ ヶＪミ１ で、 新規受診者数

は計６６２人に上っており 、現在も 増え続けてい ます。
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審議会で、協力を療機関のブロ ック拠点病院を受診した・者の一部データが公表されまし

た。

・２０２５年 Ｕモｌの審議会　患者４４大の デー タ、 ３か万後３６．４９６、

・２０２５年７Ｊｊの審議会　患者９０大のデー タ、 ３かＪＩ 後２５９６の方ヵ は未回復のま まです。

この２０２５年の１ＪＩと ７Ｊｊにな表されたｔ者の皀状は、 ４痛Ｘびｔ覚 （：）ｔ ・音 ・におい）の回

書、 ｊＫ動障害、 自律神経障害、認知機能障害な どが報告されてお り、 これらの症状は。 １０数

年前に■反Ｊお被害にあっ たー｝ｉたち と同 じ症状です。

厚労省の リー フレ ット に、 「接種後に重篤な症状として報告があっ たの は、 ワク チン接種

を受けた １万人あたり 約２～５人です」 と書かれてい ます。

他の定期接種１２種類の平嶌にＪ七べ、 ｀皿応疑い報告の頻度は８．３き、 その うち大Ｒ治療Ｊ２１、上

を必要とするｊＲＳな ものの報も頻まは７．４タ？と いう ｊさです。

ＨＰＶ（子き１がん） ワク チン の接種を希■される力は、 こう いっ たリ スク をタｌ］ つているの

でし ょう が７

畿央大学の植Ｅ日ａ嗣教授は１９８２年に産婦人科医になってｇ、来、 ４０年Ｊａ上、一貫して子宮頸

がんの予防、 診断、治療に関わって きており 、－ＨＰＶ（子宮頸がん） ワク チン を自をの娘２人

にも接種し、 ワク チン接種を推進してき た植Ｅ日教授がＹｏｕｔｕｂｅで、 「ＨＰＶワク チンは本甄に

心要なのか」 「ＨＰＶワク チン の男子接種は心要なのか」 とい う動画をＲを していま す。 捕ＥＨ

ａ嗣教授はむＪ、前、 日本婦人拳｝がん検診学会ミ事や大ＲＫＲ・大手婦人科嶌教授もされたＷ吐の

方が、改めて、ＨＰＶ （子宮頸がん）ワ クチ ンを 自分で鶚べてみて、ＨＰＶ （子宮頸がん）ワク

チンは心要ないと いう結論をｌされています。

動画の中で、 槓日ヨ教授は、

一部の少女の人生に悲劇的な影響を与えるＨＰＶワク チン特有の■Ｒ応の原ＩＩ と治療法が

未だに解明さ れていない現状では、 積極的な勧奨はす るべきではない

子宮頸がん検診、 細胞診検査を定期白ｉＪに しっかり行えば、 子宮顕がんを１００９６ａ ぐこ とが

でき る。 わが国の現状では 、ま ずは若年者に おけ る子宮頸がん検診を徹底す るこ とを最

優先で取 り組むべ きである

と述べていま すｏ

２０歳からの子宮・がん検診を定期白り にき ちんと受ければ、 子宮■がんになる前の細胞を見

つけ、治療す るこ とで、子宮頸がん を防 ぐこ とができ ます。

堺市のホームページのＨＰＶワ クチ ンの動劉の中で、 前がん病変で見つかっ て、 トｌｊ錐切除術

の手術を受けると、早産な どの確率が通常の４倍になると言っていますが、 櫁ｍ政嗣教授は動

画の中で、Ｆｒミｊ握切除をすると早産のぢ能性が高まる ので、レーザーで病１をや く手術（手術

１０そ程度の 日帰 り手術） で、 術後のをＳ、 ぷ産 も問題な くで きる 、と 述べてい ます。
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ホー ムページの動■は、万ヽ 安 を■ つて ないでし ょう か？

ＨＰＶ（子宮頸がん） ワク チンのかｆｔヌ：書に

・すでに感染が成ｌｌ しているＨＰＶの排ほ及び病変の進行予ａ効果はない

・ＨＰＶワク チン は、 子宮頸がん検診の代わ りと なる ものではない

・ＨＰＶワク チンの予回ｉ効来の持続期虱は確ｌｌしていない

と書かれてい ます。

重要な基本的注意に、
●

「発生機序はンＦ ｌ」１ミ」であるが、 ワク チン接種後に、注射部位にＲ局 しない激しい疼葹 （筋自

痛、 関ｊｉ痛、ま膺の痛み等） 、し びれ、Ｓ力等があ らわ れ、 Ｒ期 回ｔｌ犬が持縦す る例が報告

されてい るた め、 ｊ１きがぼめ られた場きに は、 １申ｇ学白り、免疫学 白り な鑑回診きをきめた適りＪ

な診療がぢａなＥ療磯回を受診させるな どの対応を行うこ と」 と書いてあり ます。

ＨＰＶ薬害訴訟で原告側証人に・つ たＫ師、 専ｒｌｌ 家ら は、 ほ告たち のＨＰＶ ワク チン副反応症

社は、免疫介在性の神経障害である と証言してい ます。

ＨＰＶワ クチ ンの添付文書にも 、ワ クチ ン接種後、長期回症状が持続す る場合は、「神経学

白り」「免疫学白り」 な診 ｌｉ、診療の でき るＫ療磯回を受診 させ るよ うに と書いて あり ます ね。

Ｒ］ は、 ＨＰＶワ クチ ンの副反応は機能性４体症状、 つま り心因性だと 言っ てい ますが、 これは

一体 どう いう こと なのでし ょう かＦ

さら に添ｔｊ‘文書に、ｔ大なＭＫぬと して、アナフ ィラ キシー（９まフＦ回） 、Ｍきま痙攣

（自乗：不ｌｙｌ ）、 蕁麻疹（鼈度フＦ Ｉミ！１ミｊ ）、 ギラ ンバレ一隻頽鸚（Ｓ１不明）、 數小板減夕性紫ＩＥ

病［頻度フド ｉ！Ｊ］ ）、 ｔｌ生散在性Ｓ脊・炎 （ＡＤＥＭ） （９度不 明） などが報告でｔめ られた副 ｜え

応だ と書いて あり ます。

これだけ副反Ｊお リス クの高い ワク チン は、一本甄に必要なの でし ょう か？

ＨＰＶ（子售頸がん） ワク チンは、 子宮豫がんを ｌ；ぢぐ とはカｌ・されていません。

厚労省のリー フレ ット にも 「将来の子宮頸がんを予防でき ると期待されています」と吉い

てあ りま す。

リス クが高い上に子宮頸がんの予防効果が不明な ワク チン を子 ども たち に勧めていいので

しょ うか ｙ接種後にＩＳな き１犬と して報告があ った のは 、接種を 受け た１万人あた り２～５人と

いう ことですが、 現を、堺市において何人の方がＨＰＶ（子宮頸がん） ワク チン を接種された

ので しょ うか！

国［メｉ］におけるワ クチ ン副反応疑い報告

〈を Ｅｇ 〉　 サーバリ ック ス　 腦ぽ慝疑い報告　２１２４件　 内重篤者数　１５１９件

ガー ダシル　　　　　　 〃　　　　 １１７８件　　　 ４・　　　 ６６８件

シルガー ド９　　　　　　々　　　　 ８２１件　　　 々　　　 ４５７件
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〈堺市〉 ＭＸＪお疑い報肖　２件 （シルガード９）

堺市における予Ｒｇ種喚。康被害救済制ま申請件数　３搾 （シルガード９）

これらの件数は氷ＬＬＩの一ヂｌｌ だと 考え られます。

国が、２０１４年 １Ｊミｊ にＨＰＶ （子宮頸がん）ワ クチ ン１１種後の ｉｌえＪお症状を 、心 ［大１１生だ と決め

つけたこ とで、病院を受診 して も、 副反Ｊお とは認めても らえず、 被害報告が上がり 辛く なっ

てい るこ とや、ＨＰＶ （子宮■がん）ワ クチ ンのｉＲＪお症４犬があま り１ タ１ されてい ない ため、

ワク チン を接種した本人、 またその家族 も、 接種後に体濕がｔくな って も、 ワク チンが筍、因

だと気がつかない場合 もあ ると の事です。

また、こ のワ クチ ンのＭＲ応症状は、時回が経っ てか らｉ現するこ とも 少な くな く、 なお

のこ とワ クチ ンがＪ京 因だ と気が付かないこ とが多い との事です。

ＨＰＶ薬害訴ｎの原きの方たちのよ うに、接種後、体調がｔく なり 、倅校にａえなく なった

り、 １１刻、 早ｊ！が増えたり 、今までみたいに部活動ができ ないなど、こ れま でｌｌり の日常を

送れなく なう てい る子 ども たち がい るんでは ないでしょう か７

市は、ワ クチ ン事業接種生体と して 、市Ｒに しっ かり と情報提供す る責任があり ます。

ＥＫ】の予Ｒ接種ｔ本計画では 「リ スク を伝える 」べ きだ としてい ます。

よっ て以下の こと を陳情い たし ます。

（１）ＨＰＶ （子宮■がん）ワ クチ ンの リス ク、 デメ リッ ト情報を しっかり と伝えて ください。

（２）堺市において、 ＨＰＶ（子宮・がん） ワク チン を接種した方の憮。康実・讚丿査を觝つてくだ

さい。

（３）ホームページに掲載されている動画を削除して ください。昨年に動画が新しく 更新された

との事ですが、添付文書に書かれていない効■・ 効果を謳った り、 子宮顫がんは若い大のが

んだという発言はｉＥ しく あり ません。

（４ ｊ　市のホームページのＨＰＶ （子宮頸がん）ワクチンの とこ ろに、子肖頸がん予ａに、 子宮

頸がん検診を定期白ＩＪに受けるこ とで子宮頸がんを予Ｓでき るこ と。 ワク チン を接種しても、

２０歳になれば検診が必要だと いう情報も記載してく ださ い。 ワクチン」ユ外に も、 ３１択肢があ

ると いう こと を情報と して記載をお願い しま す。

２． 新型 コロ ナワ クチ ンに ついで

２０２４年の８Ｊｊ定例会に提ました陳情で、コ ロナワク チンの被害にあっ た方への医療１の支援

を求めま したが、 その時の市からの回答は、 「ワ クチン副反応によ る健康被害に対しては、

［ＫＩの救済愾度があるので、 本市独自の治療甎の支援は予定していない］ とい うこ とで した。

その救済制度に申請するためには、 受診証回書やカルテな どが必要であ り、 これらの文書を

準Ｓする のに もＩ ＪＩＥＩ がかかり ます。こ れま で、 市に文書ｌｊ目のままもまめて きま したが、市

から は、 申請翦にＫ療機関から書類を数多く 入手いただく ほのＩＪＩが申請の負担である こと
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は２識し てい ます が、 文書ｌｊＥｊ の助成については、ＥＫＩ が制度化する こと が望 ましいので、ｍ
－

にＳ きかける、と いう 回答でした。

いつにな った ら、 文書９ＪＩの助Ｊまが制度化さ れる ので しょ うか。制度化される見込みはあ

るの でし ょう か７ ｊ：年の・｜高騰で、 ます ます市民の生活は ＝ａ しく なっ てい ます。

救済制度の申請のハー ドル を下げる ため にも 、な下の こと を陳情いたし ます。

（１）救済制度を活丿目しろと 言う のな ら、 文書料の支援を行って ください。

（２）文書科の支援がむなわれない場合、ＩＪＩＥｊ の負社！が難 しく 、申請できない市民は どう したら

いいのか、対応策 を教 えて くだ さい。

１９
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Ｗ情第　　７　　 芳（ｔ康福祉 ・産業戛境　建ａ ・タ：教・員会）

陳　情　者

行政にかかる諸問Ｓについて

堺市美原１ヌ：

住み よい堺市をつ くる会美ほＩｘｔ域連絡会

事務Ｗ攷　松　本　　修

美丿京区 Ｆ大Ｊの諸施策に ついて

＜陳情事項ン

健康福祉委員会審査分

１． 美Ｊ京［Ｘ老人福祉セ ンタ ーの馳県人心施ａ を夜話さ せて くだ さい。

２． 子ども休日救急診療所を堺市東部に開設して ください。

産業環境委員会審ま・

３． 平尾地目：に小Ｍ ごみ収集車を導入 し、 ごみの各Ｊ＝ｉａ集を 実施 して くだ さい。

建設委員会審査分

４． おでかけＪお援制度を維持 ・拡充して下さい。加えて、障がい者・ 子ど も・ 生活ｉ９者に も、

あ齢そと 回様の制度（１００Ｆｊバス） をつ くっ て下 さい。

５八おでかけ１おＲＭ度適丿目が象者夕ｉヽのを市Ｊ夊を対象にし上【Ｒ［２００Ｆ］バス」 の覬就を つく って下

さい。

６． 美四廁のの共交通機関網を より 充実 させ、自 動車道のｔ下化・ 一方盍行 などの措■によ

り、 安心 ・安全の街づ くり を進めて くだ さい。

（１ ）ＳＭＩ プロ ジェ クト 美跼、ラ イン は試行で はな くｌ１年実施 して くだ さい。通勤一 通学Ｗ戳煢の

蘯八実施して ください。ま た、 美丿京区役所ほ■ （さ つき ９、 平尾、青南台）への延伸を求

めま す。

（２）乗り合いタ クシーの予約を１時戛前からできる よう にすると とも に１り万丿時犒を延長してく

ださ い。

（３）バス路線［ ・さ つき ９東一二｜ヒ野日］Ｅ前　 ・さ つき Ｉｌｌ束一河ｌメｇ松ほ駅前　 ・平Ｍ一初芝駅
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前　 ・匹四、前一宮ｍ林孥、前　 ・新な四、前一堺市Ｒ前　 ・新ま罔穿、前－ ；｜ヒｌ１日ＥＩ・前）は

１９回に２本ｊユ上のダイヤにする よう行政が援助して下さい。

７． 美丿京ぼ内のな共交３磯回網を より 充実 させ、自動車道の地下化・ 一方ｊ１行な どの措置によ

り、 安心 ・安をの街づくり を進めて ください。

美心 区内の歩道・ 自転車道 を整備し てく ださ い。 また 「横断歩道」 、「 中央線」 、「止ま

れ」 等の 白線がＭ えた まま 長期 にａ置さ れる こと のな いよ う、 道Ｓの維持整備計測を 回ら かに

して くだ さい。

文教委員会審査分

８． 堺市東部に支援学校を建ａして ください。また市として大ｋ府、ＥＫＩ に対 して建ａする よう慟

きかけて くだ さい。

－２２　－

今え年Ｊｊ日　令和 ８年 Ｕ１ ２７日



覧情第　　８　　 サ（憮．康縦祉・ 文教委員会）

児童発達支援センターについて

陳　情　者　　　堺市堺［Ｘ

五回 さく らの会

河　 ｎ　 沙　樹

障害を持つ子 ども たちの児童発達支援セ ンタ ーの充実を求める件

＜陳情事席ｉン

健康福祉委員会審査分

Ｘム．Ｊ営に 関して

もず園、 つぼみ回 は「堺市 カｌ」の 園で あり 、現在、 堺市社会福祉事業回が堺市のｍ定管 肖１

者制度に・づ く管・１１営 を受託し て・営し てい ます。こ れは 、指定管ＪＩ者制度が導入 された

Ｈ１６年度Ｊユ降、非公募によ り５年ご とに受託 して おり 、堺市の予算や設備を使い子ど もた ちが

より よい環境の下、席 ｒ９ 白り な療育を受け られるよ う継続さ れて きま した。

ｍのあ準より多い子ども３人に・祖・貝１入というＳ員ｌｉａ置、 １回の単Ｓｌｌ園、席ｒｌｊセ ラピス

トに よる リハ ビリ 、Ｗ脇バスの・行台数の確Ｗ：、古 くな ったａ・のａ修な ど、 事業団が堺市

と丁寧に協議をｔね、 努力 して継続されてき たこ とが子どもたちめ成長を支えて きま した。

事業回が管理き営 しているのは園だけではな く、 診療所、 療育のｔおおぞらでの奪がい児

等療育まま事業、 Ｒｔ所等ａ回ま只事業、ほがい■１日筍ま：只事■な ど、 多く の事業に も影響

が八び、 回できごす前後の黔期のま援も 受け られなく なるぞ自性があり ます。こ れでは、子

ども達が成長する土台となる重要な幼児期を安心して過ごすこ とができ ません。

もし 、指定管肖１者が民鶚のを業に変更 されたり 、・新時期である ５年 ごと に管理きが変更さ

れた りす ると 、子 ども たち に最 も心要な 専Ｐ ｌｊ 的な療育が継続さ れな いと 危惧 して いま す。

保護者の望み は安心で きる 療Ｗ環境 とそ の質の維持です。 この 度の指定管ミ者の １１定で

は、 これまでｉｍ り堺市社会福祉事業団が決定さ れま した が、 今後 も変わる こと なく 南４ヒセン

ター とも 「堺市社会福祉事業回によ る安定した１１営の継縦」 を■ く要ｔいたし ます。

２． 職戮に回 して

障がいや発；１に 課題のあ る子 ども は少 しの変化でも 園の取り 組みや活動に影響が市 てしま
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いま す。 その ため先生方の茣。職や雇ｇｌ期 鶚の満了 などで職員数が減少す るこ とは職員Ｓ置の

変・をＭ き、 子どもたちが不安を抱いた り生活リ ズムが崩れた りして安定した療育が受けら

れな くな りま す。

一人ひと りに １お じた きめＳかいままを していた だく ため には、雅鵞に豊富 なタｌ］徼と 経験を

待っ たｉＥ規職員が万兔欠ですｏ職 」戮の労働状況や子ど もた ちの安全面に つい てし っか りと検

証していただき、 国のＪお準に回われる こと なく 現在の「回児対ＪＥ規職」ヨ３：１」の徹底をめざし

安定 した療育環境 を整 える ため 、り １き 続き ＪｉＥ規亀覧の増戮を ■く 要望いた しま す。

３． 肢体不自 ［ｔｌ児クラスの単独通回に関 して

令承］６年ｔより 叉１・福祉法のａｍに より Ｋ縦型・ 福祉髱が一回４ヒ されたこ とを戞け、もず

回・ つぽみ園 くま クラ スにおいて、 ３歳児以降は単独での毎日 通園が実現さ れる こと とな りま

した。

私た ちは、回児の健や かな成長発達 には回児 と保護者が安心・ 安全に成長の機会 と心のゆ

とり を得 られ るこ とが不可欠であり 、そ のた めに は保護者が子 ども を安心して送 りｍせる単

独通園日 の増加と 体覧強化が何 より も心要だ と考 えて いま すｏ 長年 に渡 り単独通瑰日 が増え

るよ うに要望を重ねて きており 、こ の度の前進は感慨深い ものです。

しか しながら・員体制は現むのままであ り、 食事を始めと した命を守る取り祖みと璢１やか

な子 ども への・慮 について１底ＪＭ解さ れている ・と はｌｔえ ず、 憤り を覚えま す。

低年Ｓから単Ｓｌｉ所がｉｉＪ^ ｍ２なＲ回の児：な発・支援事業所も あり ますが、 児童発ｌま援セン

ター では、狭い屋 Ｆ大１で単調 にｌ！ごすばかり では ない豊かな遊びや生活 を保障し、障がいが

あっても子どもら しい日常を送れる よう にと 望んでい ます。そ して、知白り障がい児だけでな

く肢体不 自由児・ 医療 ＭＪ ケア児に とっ ても 、自 分のペー スでのぴのび と過 ごせ るク ラス 集団

はｔ要です６ これ まで大蓴にさ れて きた保育 ・療育レ ベル、集回環境を低下 させ るこ とのな

いよ う、 職狐の増員を要望 しま す。 特に 医療的ケ アが必要 な子 ども には確実 な対応が求めら

れま す。 安心 ・安全な単独通回 とバス乗車、 単独ａ園 でも リハ ビリ が実現で きる よう 、ｉＥ規
ｌ

職員 ・看護師 ・セ ラピスト の増員も併せて強 く要望いたし ます。

また 、こ のよ うな状況での単ａｔ回 にあ たっ ては不を なｇ護者 も多いた め、 覧１４の恥螽者

の、ｇい を大事に相談 しな がら ｔめ てい ただ くよ うに おＳいし ます。

４． リハビリ ・セラピスト に関 して

児童発達支援セン ター には毎日 ｉ！回の回児だけでな く外来リ ハビ リのため に来Ｒするｔｊ成

の子ども も多 くなっていま す。 しか し、 Ｋｉやセラピスト は在園児と外来で担甄が５ｊ・かれて

いる わけでは なく 、Ｗ氛不良や家庭の事情で欠席せざるを得な くて も振替が難し い状況で

す。 予約がと れず心要なリ ハビ リが受け られない ＪＩ もでてき ます。

子ど もた ちが自ｌｌし た生活ができ る力 を４につ ける ため には質の高い リハ ビリ は欠かせま
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せんｏそのためには専ｒｌのセラピスト によ る定期的なリ ハビリが必要ですが、 セラ ピス ・トの

人戮が十分ではな く相１おのリ ハビリを受けられていると は言えません。

園に 通う 子ど もた ちの リハ ビリ 回数 を増やし十分 なリ ハピ リが受け られるこ と、 また卒ａ

回後の子ども たち も継続してリ ハビ リを受け られるこ と、 そのためのＫ師と セラ ピス トの増

員を強く 要望いた しま す。

５． 通園バスに関 して

「大阪府私やｌ幼稚回のａ置ａＷ等に関する審査基準」には「通回バスの回児の乗車時回 は　・

最長４０分程度と する 」と あり ます が、 児童発達支援セン ター には行き また は帰 りで４０分Ｊｊ上

乗車している回児が４１あ、全体の３８９６ で、 まだまだ少ないと は言いがたく 、１時虱猖、上乗車し

ている回児もいる状況です。

バスの乗ほ４所へもｊ くのＩ園・が自生から乗ほ場所まで歩き ますが、 なかには１０で９ＪＪ上歩

いて いる 園児 もい ます。夕・１１のｊい■Ｓ脇を歩い てく る子、縦■を 歩い てく る子、ま中で

しゃ がみ こん だり 車道 に飛 びぷ しそ うに なる 子な ど、 危Ｒや目§｜ 難を 感じてい る保ｉ者が多数

いま す。 特に障がいを もつ子どもに とっては長距離を歩く こと 、ｇ暑日や真冬日 など癨気

更、 体力の消耗が激し くな り、 保護者に とっ ても 精神的な戮担にな りま す。

バス停についても 、ト ラッ クがたく さん通る大き な道路脇やコインパーキング、 コン ビニ

駐車場で危険回避に注力しなけれぱなら なかった り、 ミ根がな くｍの日 は自分で傘がさせず

濡れてしまっ たり していま す。 バスが１１延の際は子 ども が待てず、一度自宅に帰り 、ま たバ

ス停に戻るこ とも あり 、バスの走行状況を知れるＧＰＳア プリ の導入を強く 希望 します。

親子の安をを守り 夕！ｍを減らすため、 まずはパスの乗車４回は１１４間Ｕ内に短縦、乗ほ４所

は自 宅か ら１０分 Ｊ２Ｊ、 ｜メｉｌ の安をな場所の設定を 実現でき るよ う、 最終 ａり にはバス の乗車賤聡は４０

分ＭＦ大ｌにＳ縮、乗ほＪａ所は自宅か ら５ｔＪユＦちＪ の安をなｊ４所のほ定をめ ざせるよ う、 その都度、

保護者の意見を聞 き変更の対応やバスの台数と添乗戮増員のための十分な予算を確保してい

ただ くよ うＳ く要望いたし ます。

加えて、 車椅子１ＪＪＩの園児の為にス ムーズに乗降でき る福祉車両の導入を要望いたしま

す。

６． つぽみ園の設備改修にＭして

一昨年には空調工事の実施もあ りま したが、 つぽみ回は今年で「ｌａ３０年 目をｉ！え、 老わ化

が変わらず目をつてき ています。こ れま でンド具合がｊｌ きた４所にはそのＳ■先生力の工夫で

ー戦的な対応 をさ れて いま すが、保護者から毎年挙がる要望への根本白りな解決にな っていま

せん。

例えば「鍵付きの ドアの回Ｍが難しい」 「雨に濡れて通り にく い場所がある」「駐車場の

スペ ース やｌ段の輻が狭く 、１階の駐車場は 日中 でも 暗く 、見 えづ らい など劣化 も進み危険を
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感じ る」 「翫で使ＪＩ する 備、＝ｉＳの劣化 （き具等）」 などは回 だけでは対Ｊおがｌ難な状況です。

子ど もた ちがｉＳ ごす回舎 は、 本来誰も が安全・ 安４：に過ごせる こと が前提と なり ます。し

かし 、ｉｍ常 より １く のＳ・を 必・ とす る特 ｊｌ生の ある 子ど もた ちに は危縦やｉ・が生 じる １犬・

が１ く点在しています。加えて、予測荐ｔな災害の危Ｒきが高まっている今、回生きでは子

ども たちや関係者全員の安全が守られなければな りません。

誰も が安を一 安心を確縦したユニバーサルデザイ ンの園生活を池。るこ とができ るよ う、つ

ぽみ回の回舎改修に向 けた計ＷＬ案 と予算の確保を要望いたし ます。

７． 療育時虱の延長について

今年度、 新たに回児保護者を対象にアンケー トを行い、今現在、保護者が一番望んでいる

こと を伺 いま した。

■状 （午前１０鶤～午後１４時４５分、 木曜日のみ午前１０１ゆ～午後１へ嶌） では預けられる時回が

短く 、仕事や家鳬。と の両ｌｌがｌ難である ｆｉ護者が多数い るこ とが分か りま した。

共働 きの家庭や、 Ｍ弟姉妹がい る家庭な ど、 各家庭で抱え る回題は様４・ですが、よ り良い

支援時回 を設けて いた だく こと で、 保護者が安心 して子供 を園 に預 ける こと がで き、 回では

もち ろん、家庭で も子 ども の発達を より 一層促す こと がｍ 来る ので はな いか と考 えて いま

す。
Ｓ

９護者の９き 方や家庭状況に台わせて回 を乖ｊＪＩ目 でき るよ う、 療育鵆笥の延長を ｌく 要１い

たし ます。

文教委員会審査分

８． 就学支援の統一に関して

小学校への就学は子どもに とって大きな節目であ り、 保護者に とっても大き な決断が必要

です。不安や悩みを抱え、 就学相談で校Ｋの学校に問い合わせると 、担当する職員により対

丿芯の差が大きく あったり 、内容を把握されていないだったり と・に不安になる よう なこ とが

ある という声があ ります。

近年、竝域の小学校では障がいの有無に関わ らず、支援学級に在籍する 生徒が増加傾 『ａ』に

あり ます。　 ｌｉ護者が安心して就学相談ができ るよ う、 市と龝嵐の／」ヽ学校が連携し、周知を回

り、 対応を統一していただける よう 要望いた しま す。

９． 支援学校の情報に関して

令和８年度よ り開校予定の百舌鳥支援学校宮回分校の情報がだしい１犬態で、よ り：ぞ安が募る

との声があがっていま す。

保護者の不安を無 くすＺ５ にも より 詳しい情報や説ｌｊを 強く 求め ます。

また、宮回のみにほらず、 百舌鳥ま援、 上神を支援、 さｊｔｋｊ縦学校支援級の都度見学等の受
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け入れを要望いた します。

２７　－

受Ｊ１年万日　令鼈８年 １　Ｊ１　２９日





策情第　　９　　 ・（せ康福祉　文教委員会）

放課後施策について

陳　情　者　　　堺市ｊじ ［Ｘ

堺学童保育連絡協議会

会　　 長　 日ＥＸ　 中　 剣　太

事務局Ｒ　松　谷　有　紀

陳情の肖容

平素は堺市のａａ後ｍ・１１１を育成事業「」ユ後、 学・４育事業）に ごｇ力い ただ き、 厚く 鶚礼申し

上げます。

私た ち、 堺学・保育戔梟協議台 （Ｊｊ、下、 倅Ｗ亂） は学■４縦育 に子 ども を預 ける 保■・と ｍ導員が

「子 ども たち に豊かな放課後の時虱をｉａご して もら いたい」 と集 まり 、活動してい ます。

全目 白り に学童保育の ニー ズは年ヵ 増加 して おり 、現在は堺市 にお いて も１万人 を超 える児童が学

童保育を １り Ｊ４１してい ます。しかし。・ＪＩ児童数が増え続けるなかで、２００１や３００才１を超え る超大規模

化ルーム の回題、 指導員不Ｊａの問題、 席ｍま確保の ＲｊＳは全市自り な改善が行なわれず、 長年にわた

り課題を抱えたま まの状況です。

子ど もた ちに とっ てかけがえの ない放課後を安全に、 楽し くぶ！ごせる よう 、ま た働 く保護者が安

心して子 ども たち をｉけら れる よう 、Ｊユ下の項 目を陳情いた しま す。

誠意ある ご回答を よろ しく お願いいたし ます。

＜陳情事項ン

健康福祉委翫会審査分

１． 堺市子ど も子育て会議への学ｔ保育関係者の参画について

現在、堺市内では１万人を超える児童が学童保育を・ＪＩ しており 、今や共働き家庭やひとり

親家庭にとってはなく てはなら ない存在です。子ども ・子育てま援に関する心要な事項等を

屬を審贏する 重■ な役き１ を持つ「堺市子ど も・ 子育て会■」 にお いて、牛兔襲育関 ９Ｓきか参

圃できる よう に参加枠を設定してく ださ い。

文教委員会審査分
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２。 事業者ｉｌ定について

１Ｊｊ　２０　日４才けでな表さ れた 『堺市攻耋、後ｍ・が策等事Ｖｍ皿業・に４呆る ｉｌ営事業者ｌｌ定

結果』について次の内容を陳情いた しま す。

（１）今回の事業者ｉｌ定によ り、 堺ぼＢときＫＢの５１営事業者が翦び変戛。とな・り ます。これまで

にも 「選定においては継続性と安定性を最優先に して ください」と陳情等で訴えてき ました

が、 容赦なく 入れ替わるこの翫況はｊ１常だと考えます。 回じ堺市内で回じ１１営事業者回士が

入れ替わるこ とで、やＩが良く なるので しょ ・う かｒ 誰のための何のための事業者ｊｌ定でし ょう

か？ 繰り 返さ れる事業１の変ｊｌは子どもたちやｍ導員、 保護者は もち ろん、ＥＩき事業者に

とっても ｊａ担が大き く、 な募３１定のメリ ットがをくきかさ れていません。現在の事業者ｌｌ定

のし くみ を見直し てく ださ い。

（２）ｉｌ営事業者が変更する祉ぽの指導員は転籍や異動、も しく は転亀と いう きＳとの 牛Ｕ断に悩

み、 苦しんでいます。 また、子ども たちや保護者も慣れ親しんだ指導戮との回Ｈｉや、築き上

げて きたつながり が途絶え るこ とに不安を感 じていま す。 な前の陳情書の回答では・ｒ事業の

安定１１営をＷ亂する観点から も、 現在従事していただいている業務従事者の継鼈皿は・・
－

であると認識しています』 とあ りま した。Ｒ用主が入れ替わり ｌｌち変わり 変ｊｌと なる堺の施

・策は、 深刻な指導員不足にますます拍車をかけてお り、 他市へ転籍する指導員 もｍてきてい

る状況です。 指導戮が安心してＳき続けられ、や りがいと誇り を持って子どもたちと関わる

こと がで きる ため にも 、雇ＪＩ形態の改鴦、 継続 して働く こと がで きる しく みをつく って くだ

さい。

（３）前回の陳情書に対する回答では『価格のみで選定するのではなく 、技術力や提案１メ９容も

重視する こと で、 事業の「質」 を確縦し、価格と質のバラ ンスが艱れたｉｌ定をむっていま

す。 』と あり ます。今回の選定ぎ程においての価格評価点 と技術評価点の結果の詳細 を教え

てく ださ い。

３． おやつの希望Ｍ導入について

（１）昨年１０ＪＩ、 突如ｅメ ッセージによ る「おやつのアンケー ト」 が実施されま した。その後、

保護者への説明が不十分なまま 「おやつの希望・」が導入されよう としています。アンケー

ト対象者であ る保護者には、結１１ を知 る権利がある と考えま す。 特におやつについ ての アン

グー トは、これま でに実施されていなかったこと もあ り、 自包荀歇欄にはｊ くの意見が集

まっ たこ とが推察 され ます。ア ンケ ート の結果を ・ａ表し てく ださ い。 アン ケー ト対象ｔｔｔ帯

数、 回答世帯数、 。賛成・ １え対数、自 ぽＩＥ載欄の ＩＪｇ容 を教えて くだ さい。

（２）ア ンケ ート の実施方法に つい て、 「た った４日 回のみの 回答期回」である こと や、 「ｅ メッ

セージのｎ録者のみへの実施」 となっており 、実施方法に問題があると考えます。ま た、 ｌち】
ｑ　　　　　　　　　　　　　　　　ｔ

容についても 、あまり にも簡素な質問内容であり 、本来のおやつの必要性や子どもたち目線
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でのおやつの祖点が全く示されていません。 この よう なア ンケート をも とに希・制の導入を

進め るのはやめて くだ さい。

（３）おやつは放課後の長い時鶚を学童保育で過ごす子どもたちにとって大切な補食であ り、ま

た、 子ども回士や指導」戮 との コミ ュニケー ショ ンの機会でも あり 、「放ほ後児童ク ラブＪＥき

指針」に もそのこ とが新たに１１Ｒ （２０２５年４ＪＩ） されています。今回の堺市の希Ｓｉｔｉｌｌ につい

てはＩＩ営指針のＩ大］容にＭする ものだと考えます。そ もそ も堺市と しておやつの希望制を導入

する にき った理日ＥＩや意図を 説りミ｜ して くだ さい。

（４）おやつを食べるのは子どもたちですｏ 保護者のみに意見を聞 くのではなく 、子ども たちに

も意見を戛いてく ださ い。 おやつは、放課後を学童保育できごす子ども たち にと って楽しみ

の一つです。 子どもたちのこと を子ども たちの意見無しに進めるのはやめて ください。

（５）おやつの希ＭＭの弯入を検Ｍ・す るに あた り、 予想 される問題点 と雅羝策をぎべて くださ

い。

４． 子ど もた ちの意見 につ いて

堺学保・では子どもたちのｔ見を■ く取 り祖みと して ［市長さ んへ手紙を吉いてみよ う］
Ｉ

の取 り翻みを行い、１２３大の子どもたちからの手紙が集まり ました。 結果、要望と しては「あ

そび」４２件、「おやつ」 ３３４牛、「加ｉａ」 ２０ｆｌニ、 「ｍ導」４の 対Ｊお」 １７件、 「その他」３７イ牛でし

た。 「のびのびルームが楽 しい」「おやつが嬉しい」 とい う意見も １５件あ りま した。市長を

はじめ、 議獸の方ヵに もぜひ読んでいただき 、今後の施策に反映を して ください。

５． ３つの事業の統一について

前回の陳情書に対する 回答では 『令和１０年度に３事業のＭきを統一するこ とを予定 してい

ます。』 とあ りま した。上荀のおやつや事業者ｌｌ定のＷ匹、外に も、 超大蜀氤化ルーム の「ＵＪ

Ｓ、 指導」回ｉ不Ｊａの「ｕｌａ、 専ＪＩ目 ま確保の問題などＷ甌はロ」積みです。 今後、Ｍ度の統一に氈け

てさ まざまな検諂をす るに あた り、 現４のｍ導ＪＳ４ や当事者であ る子 ども たち 、保護者のｔ見

を丁寧に聴いてく ださ い。 「こ れが子ど もた ちのための施策です」 と胸 を張って言え るよう

なし くみづく りを 求め ます。

－３１　－
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Ｗ情第　　１０　　号（建Ｒ委戮会）

道路工事等について

陳　情　者 堺市束［Ｘ

中　 あ　美奈子（１日姓： をｒ）

中　 筋　雅　志

堺市市職具に よる不肖行為 （地方自治法弟２３８ 条４ 弟１ 徼に対する違反） について

陳情の内容

１． Ｗ情香提出（：肖提出）のＪＩ Ｆｔｌ

令１０２年７ Ｊ≡ｊ２ 日に提出 した ほ情香（堺議事第９３３サ）に対す る「陳情の審を寵果報告につい

て」 を令ｌｌ］２年９Ｊミ１３０日 にｌｌ知香を受け取り ましたが、その■知香にＥ載されている Ｆり容（審

を結来： 本件 につ いて は、 肖局 に善ぬ方 を・・致 しま した）が市役所４肖か ら現在に■る まで

市民の甎に責任を押し付けるこ とばかり で、 堺市として中４のある、そ して誠意のある回答

を得られていない。

前回 のほ情に おけ る第２：！１ （１）（２） （３）は事実 とＷ なり ｌｉ Ｒ］抗ほする。

その 回答の中 で道Ｓ確定協議は 「道路部分貉、外の境界点や民民境界線の兔長等 を確定する

ものでは ない」と ある が、 今回の境界点は、 先ず官民境ｊヽである ので、その境界恢は道路部

分以外と断言するのは回違いであり 、その境界点は道路部分の何物でも なく 、虚偽発言であ

り認められない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　゜

道路であるべき縁石の とこ ろを取り込んで測量を認めたこ とに より 、ｍ長４ｃｍも良 くなっ

たこ とは、■Ｓを 譲ま した こと にｔＴな、ら ない ので る。 「道Ｓ敷 ｌｔｋを 譲渡 した事実 もな い」こ

れも をく もっ て虚偽発言（回答）であり 、いずれ も事実にＲしてい る。

加ｆａな ら、 隣家 （南）の建售え工事にあた り、 ａに癰定 していもＷ跖４哘の事で、 １ぬ境

界確定協ほをする心■は一なＪ ない と考える 。（その前か ら堺市の道ぬだと確定 している）何

故、 その協議を受け入れたのか、答えはＲ家に道Ｓを譲渡して道Ｓの形式が変わった力に必

要や むな しな ので ある 。そ の為 に今回の 萢方の測量か らも 道路幅が狹く なっ てい るこ とがそ

れを物語っている。堺市と して如何なる理日五１ で協議をする こと になったのか、今回篤確にし

てほ しい と思 いま す。
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もう 一度Ｅ載する が。 それな前に確定してい る道｀鳧部分の再協議をす るミＩＦＬＩ は何 なのです

か？

役所 として言いきれは市Ｒとして受け入れがたく 実に不愉ｊｌ央である。事実にｊｉづいたＲき

を求める為に、今回陳情するものとする。

なお、今回こ の陳情書を作ます る前 に、 肖方が市役所の関Ｍ１部毫を訪回し、ａｉｊ を求めま

したが、 堺市９は筆界確認書を１１ＥＬＩに して、Ｒに回答済として説ｌｌｌモｌを拒絶 しま した。

この ため 、市会議」肖 をｉ！じ て 呉`徼嶌い台わせを しま した か、 筆界確ｔ書がある から 、また

この よう な事ダＵ はＫＲｔ Ｋで も発生し てい るか ら、 今回が特別な こと では ない と回 き直 りと

も言える回答でした。

今回の件 は、 地方 自治法第２３８条 の４第１項に ｌｊＪモｊら かに違反 して いる にも かかわら ず、 筆界確

ｔ杳があ るか らと 市Ｒにその責任を擦り 付け るこ とに終始 し、 市職員に よる匹．Ｅ行為である

ｉＳを譲ました事実を組織 ぐる みで鶚獸する のは寄せません。

その 為、 今回 の再度の 陳情に際 して 、従来の考え 方を基本 にし て、 更に 肖方が・談嶌に得

た情報（市役所の嵬戮、市会竃戮、 お台議戮等ヵ から の） をｊＳに 鶚、情書 をｆドま しており ます

ので、それに対する回答を求めたいと思います。

①　・ぬの一Ｓである 緑’卮を壊す回発ほ→道Ｓを驚家に甎償譲渡 （次の３（Ｄ－ｅその簒細をｌべ・５）

本件にお いてＡ氏 をほＲと する 開Ｒほが個人宅の建替えに あた り道路の一部であ る縁

石を壊す開発行為を行った。これは道路を一個人に譲渡するこ とに他な らない。 元４週

ぬであった縁万を壊して隣家の面積増→建べい率クリ アーに堺市が協力 した形である。

「道路を譲渡 して いな い」 とす る前回の陳情に対する 回答は、 回ら かに偽証であ ると

共に、こ れは明ら かに市役所と して あっ てはなら ない違反行為であ り、 これに対する回

答を 求め る。

②　上Ｒ①を もみ消す為のＡＪＥＸミ； の市Ｒに対するパワハ ラ行４（ａの３（Ｚ）ｔそのｌ細を ｉｌべる）

ＡＪＥＩミ； に①の件を回いた だしたと ころ役所Ｐりでまｉ「ゆの建築指導籏のＢほＲ回席の もと ｍｉ談

した鶤に大声で数４の事実にＫする暴言 と言える嫌が らせをす るこ とに より まＳ したむ

為はＡ氏 自ら の行為を何と か范方のあら を搜 して消し去ろ うと する役所職員 としてある

まじ き卑劣Ｓ まり ない もの であ り、 絶対 にを され ない。市Ｒに対す るパ ワハ ラ行為その

もの であ る。

ａ

何故そこ まで してやるのか、その必要性は何処にあるのか回答を求める。

③　堺市の１ぬ取 りｊ！み・ＲＳｍのＳいｍ示（う七の境Ｗ１１の隠べい）

本件の道路取 り込み測量につい て、 芭方が土地家屋調査兔会の苦情処理委員会に不１１Ｒ

申しｌｌてを した とこ ろ、 その委戮長は 「こ んなツラのｇ」ている測量は違Ｒだ。堺市に異

議申 いＬてをする」と言つてく れたが、 「堺市と 隣家から強固な反対にあっ た、 もはや
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堺市は村役ｊｌに 成り 下がって しま った」と のぶ事を もら った。

堺市 は正義がｊｌ らず違反が通 るの かと 言い たい。甄方も 肖ｌりよ り現在に 至る まで一貫

して ツラ のぶてい ない九の一直線の道路に復元す るこ とを訴え てい る。 そし て測量士日

く、 その堺市に「道路に４センチ飛びｍ した とこ ろを測れ」と 指示 されたと 、それがまず

あり きであり 、筆ｊ１確２書は その指示のも と後 にな って作ら れた もの であ ると ■の土兔

家屋調査士会で証言し てい る。

そも そも 本件は元の境界標 を隠蔽し肖方 をだ まして新境界点を ｊ２ ，さ だと 堺市は主張

し、 隣家 と共謀して筆界確認書を作 った ものであ り、 鳬方はそれに断固抗議を続けてい

る。 その不Ｘ実な行為 をも方は不服にＥい、 土地家屋調を士会の苦情委員台に申 し出た

のである が、 そこ の委ｊＲ も堺市の・ＸＵあ を２め堺市に復元 を求める ため に、 Ｃ測ｔ

士に回行 して堺市役所へ行 くと 。ま で言 って くれていたが、堺市の９固 なＲ対に あったと

する が。 この大き なぶｊＥを絶対に・め ないｏ

ぢ晦市役所の建を鴇のＳＲを務めあげて、その後手目談員 として美丿京ぼ役所にいた方

が、 その不法行為 について相談 した ところ「 自分 も路放課に進言す る」 と言って くれた

が、 Ｗぶ、の職戮から 「ＯＢはでし ゃばるな」と 言われて しま ったので、「 この件の協力

はこれ猖、上難しい、 申し訳ない」 と陳謝さ れた。

相談 した皆が口を揃え て止 しく せよ と言 って くれてい るこ とか ら肖 方も 復九 をず っと

堺市に訴えて きた。

そして肖方はｊ２点が良く わか らな かっ たの で、 元境界点から新境界点に変わっ たのな

らニ瓦の境界点の写真 を筆Ｗ確ｔ書に載せるべき だと 主張 した が、 無祖 されてし まっ た。

そこ で当方は令和 にな って測ｔ事務所に蓊測ｔを依縦 し、 元境Ｗ点の存在と 回１４に■

和６０年代のｉｌｌ量がｉＥしいこ とがわかった。

この場合、絶対に覧積測ｊｌ図 を守 らな ければな らな いの は、 建設Ｗのルー ルであるは

ずだ。何故に堺市は不正な無茶苦茶を市民に押し付けるのか。 その無軌道ぶ りは他に例

のみない ものであ り実に腹カｌたし い。

堺市 のＳ制的 に違反測量を押し付け るこ とは共産主義その もの であ り、 民生主義の我

が国 にお いて は、 Ｒ竟 にＪえす るも ので あり 、そ のよ うに して作ま された筆界確戛たを１１

「ｔｌに して は絶対な らな い。

何故そこ まで ｊＥ義を 貫く 市Ｒ に対 して役所は違反を押し付け ける のか、そ の回答を求

める 。本来指導すべき 堺市が違法行為を率先 してやる こと に、 呆れるばかり であ る。

○堺市は土地家屋調査士会の：Ｆほ審査委員台の復元要請を断固才目絶する とは堺市は何様

と思っている のか。

必要のな い道路譲渡を 行い現状変更 して いる にも かか わら ず、 第Ｅ者機関の要請 を拒
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縦し、現状復帰し ないのはＷめてｔ質である 。力 をも って・状変■ をしてお きな がら、

甄方が何度も復う七を要求している にも拘わらず、それを元に戻さ ないのは役所鶩狐とし

ての職権ａＪ４ｊ行為その ものであ り、 市民に対する裏切 り行為である。

この こと から今回の件は堺市が隣家から依頼され言う ａり に従って しま った不ｉＥ測量

がま ずあ りき であ り筆ｉヽ確認書はそれをニ瓦に堺市 と隣家が共謀 して作ら れた もの なので
ｌ

。あ る６
－

隣家の圭張を優先する あま り当家は どう でも 良いのかと言いた くな る。 道路を我が物

と、ほい役所は不ｉＥ をあ くま で貫いた。こ れに より 迫あ取り ２み測２が行われ不止な官民

境界の変・にｊｌ るのであ る。 その変ｌｌはその決定そして実行に至る まで苞方に堺市から

のｌｌち合い要請は一切な く、 当方に無断で行われた ものであ る。　Ｊｊ上の こと から堺市は

この不ｊＥに満ちた筆界確認書をｉＥし く改めなければな らないのである

④　本ｆ牛が・ＲＳｌｌ■であるこ との裏イ才けとして、 本来１１１のはずの筆ｊ！確ｔ書が３・存をす

るこ との不正

（１ １１ 日）

肖時路政課職員のＤ氏の証言

「肖 方の ぞ４１１ がな い筆界確ａ古 を回 じＳａほの職戮である ＪＲが受ＪＩ した 。「 そのた

め道路がぐい嵬に なり 、水の流れがｔく なり 、ゴミが溜ま って申し訳ない」 と証言を得

た。

測１：士 と策家はおそ らく いずれ鳬方の署あ がも らえ ると 高を くく って いた と・ われ

る。 フＦ審にをつた苞方が市役所を訪れ、本件の情報現示 を求めた とこ ろ、 肖方の筆界確

２書が入 ってＴい なか った あに 甄時路Ｗ瓠の 渦、長であっ たＥ」戈にな開を 求め た。 その後、Ｅ

Ｒ；が萢家に持参 した のは、１２士が堺市に言わ れて 、ま だり＝ｉのそあを もら えで なかっ

たの で、 勝手に測・士が無署才１の筆界確ｔ書に当方の知 らな いう ちに測量士自 ら肖方の

署おをして故意に捏造した筆界確Ｓ書であった。

その場で不‾瓦を指摘した ところ役所に持ち帰り測量ｔに確認する こと になった。

その偽ｊｉ筆界確詔書で道Ｓ境界変Ｔりｌの決裁を行ったのである。

ＥＲ：に よる と丁当方の筆Ｓがわか らな かっ たの で」 と言 う加責むＥな を言 に、 おり を覚

えた。その後、その書類は放置されていた。

（２ｉ！ 目）

隣家の建築士に度４恫喝され、 一度警察沙汰になったことがあ り、 このまま 回じこと

がａ りａされるそ怖から、 しぶ しぶｊｉあしたも のが２ｊ！ｌ 目（７Ｊミｊ ３０ 日） であるが、これは

ｍＳ境界の決裁［７Ｊ］２０日 ）の後の ものであ る。

とこ ろが、。市役所も測量士も いい加減なこ とに２通 目が決裁された後だっ たのでｌｊ！目
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のま ま放置してお り、 何ら対Ｊおしていなかった。

（３ｉ！ 目）

芭方がＷＩした筆Ｗ確Ｓき７Ｊモ１ ３０ 日付けである 。と ころ が市役所に情報な回を求めたそ

れは７Ｊミｊ ２０ 日と なっ てい た。

甄方宅でｊｌもするほに２・心ｙと のこ とで、そのう ち１通は范方で７Ｊｊ ３０ 日と した。実際

のＪ肖も した 日は それ。は前であっ たが。やＩかｔ事 をＳ く予感が したので、夕 し１１ら せた。

しか しｔｌ士 はも う一ａを 白紙にし てほ しい とい うの で、・そ の２ｉ！ を１きち 鴨つた。

やは り測 Ｊ１士はｔ事を■ き、 びｊ ３０ 日であれば道自筆Ｗの決社 日の ７Ｊｊ　２０　日に 回に 合わ

ないため白紙で持ち帰った分で７Ｊｊ　２０　日付けの書類を作成した。

これはあ まり にも 姑息で、 何：ｔに も不ｉＥ を重ね筆Ｗ確禁書が３ｉ！が存在す る。

筆１・確加害 は測ま肖初か ら白＝ｉ．抜 きでｆＦ成さ れた 。肖 方に とっ ては本当 にｔＳＬたしい

ものであ り、 元通 りの ｍ’しい長さ のも のに書き 換え なければ許さ れる ものでは ない６

⑤　ｍ為をｔねた３１１存をす る筆ｙｉ！確ｔ害のｔ質極 まり ない 弩。緯

筆界確詔書については、な かな か萢方のそ才１を もら えな かっ たた め、 堺市の担苞者か

ら催促さ れ測量士が自分で勝手に肖方の署も を捏造したも のがある。

その嶌点で筆界確加古が皿唇である こと をＭ］ら ないａａまはそれをそのま ま保存し

ていた。

そしてぬ政課の課長であるＥ氏が捏造品 とタｌ］ らな いこ とを良い こと に、 測量士がその

まま にしてい たら 、Ｅ氏が苞方から要求 されて、 その捏ｊ２１筆Ｗ確加害を 匏家に持参して

しま ったのである。やはり 悪いこと は市来ないも ので、捏造がばれてしまっ たのであ

る。 この 目で見た肖方は、 これは絶対に許さ ない。そ のｊあで肖方 に、 その毫名 は１量士

であ るこ とを 指摘 （そ の筆ｊヽ確２害に測量士の文字が害かれた箇所があり 、そ の筆Ｓと

おな じで あっ た） され た。 そし て慌てて書類 を持ち帰 り、 泓ｔ士に確Ｓ した 。その嶌珮

量士 は自 らの捏造行為 を白状せ ざる を得 なか った為、 測ｔ士は捏造 した ２１１日 を決裁後に

なっ てよ うや く萢方か ら得 られた３・目 の筆Ｗ確ｔ害 とす り替える こと にし た。

その時Ｅ氏も 自なの未確認行為の不始末がばれる のを５れて測ｔ士のす り替え行為を

・め ざる を肖なかった。（私文亀＝ａ１１の Ｊｔ・）

そこ でＥＪＥＩ： は測 １：士と 手をぬびぬＵモし たのであ る。 （簗市と 雅ｔ士のＪｔｊ旧手力）

このｔ質 な行為は 范方 にはすべ てｌ犬１ 密に行わ れた 。こ れは 芭方の人権を をく 無視 した

あま りに もｔ質す ぎる 卑劣極ま りな い堺市と 測ｔ士のほか行Ｚ５で あり 、絶対にぼさ れる

もの では なく 、そ のよ うに して作成 された筆Ｗ確ｔ害 は、 その作成箭。緯か らも 肖］ ｉｌｊ破棄

しな けれ ぱな らな い。

堺市を含めた関４奈きが、 どれだけ簑（竟法ｆｉ為） を：ＲねたらでＫが済むのかＡＲいｉして
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も実に不愉快であ り、 怒り がおさま らな い。

そも そも捏ｊｔされた筆Ｗ確ほきで道Ｓ境Ｗ変戛。の決裁を行使した事実は、当為のＳａ

課のＤ職員も証言している よう に役所と して絶対にあってはな らない不止である。これ

は私文書偽造に相肖する。
ｌ

兔く 萢方の知 らないと ころ でき手に 自やの・もを されたこ とに今でも・い憤 りを１え

る。 このを勝手極まり ない捏造行為を絶対に許さ ない。その上でこの筆界確認書は断固

認めないこと を堺市は心しなければなら ない。

Ｊ２１上 の経緯か らこ のｔｔに満ち た筆Ｗ確ｔ書 をミ倣に する こと は回ｉＲ］と してｔめ られ

ない。

この１・士と 堺市がぬ託し た私文書偽戔。の悗刄 （官Ｒの八Ｅ事案）を 告訴 しな かった

のは市役所タ｜の真つ当な対Ｊ芯を期待 していたのであるが、 その後の対丿芯に裏ｇＪら れた。

残念ながら、 この私文書偽ｊｌ事件のＱ訴毀期は７年である為、今回告訴するこ とはでき

ないが、 市役所亀員と゛脆ｔ士が結託してＥＲ行為を した事実は消すこ とが出来ないと考

える。

告訴 されなかった から ＦＵｊＳ なし とは ｊｉ う事を匹麌澂すべ きで ある。

なお、こ の捏・事案は、当方の人権をを く無祖したあ まり にも ・質、卑劣極 まり ない

行為 であ る。

堺市と１量士が結託し、法令違Ｒのｆｉに作成さ れた筆界確詔書は無効であ り、 その書

類の決裁後に行われた行ａ手続 きは無効であ ると 考え る。

即刻その行ａ手続きをニ元に戻 し、 ・い出すだけで不愉快になるので、 元の状態に戻す

こと を求める。

２． ほｊほにあたって事実関４Ｓにｔづいた陏Ⅲ （１の①②のＪＩｌｎ にＭｉべるこ とと する）

まず前回のほ情で本件を市民の筆Ｗ確８害の所為にしているが、それはＩに もきべた・

り、 断固 としてａめられない。 何故ならその３ｌ ｄ］ は、 その根底に堺市役所の不ＪｉＥがＳ く存在

する から であ る。

今回の陳情目 白りは不ｊＥ行為を明 らかにし、それを止した上で道路を元通 りに復元する こと

にあ る。

①　喩人の家の建築で開Ｑ行力 はフド自然

なん と・ ４あ ったほ７Ｅｉ を壊す回発工事が行わ れた ので ある 。こ れは道め を壊すの と回

じで あり 犯罪行為 であ る。

これを主導したのが、 肖時その担当のＪＲであるＡ氏である。

当時Ａ氏は回発諜の課長であっ た。 平成２５年に隣家で回発行為をする看板が掲げられ

た。
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個人の家 での 回発行為 には疑問が残 る為 、こ の度開発計画書に 関す る情報のな回 を求

めるｏ

何故なら ＡＪラｔ にこ の工事について聞 いた ら「家の建て替えの為 だ」 とだけ答えて回発

行為について言及 しなかった為である。

堺市では 回発行為 は大規模な都市回 発も しく は道路の形状 を変・す る時 と定めら れて

いる と現場にいた職戳から １１１いた。

説ｌｌがないので様子 を見ていたら既存の縁石が壊さ れていたので、びっく りである 。そ

の工事を 主導 した のが、Ａ八で あり 、聞 いた話に よる と、 自家が知 り台いの束区役所の

亀戮に今回のＲ替え工事に あた りタ１ま をは かっ てく れる よう に依縦し たと 聞い た。

その違法行為 を請 け負 った （不ぞ行為の 日参ｊき ）職員が、本庁勤務のＡ氏 に依頼した

のが不ｍ行為の原点である と推測される。

役所の氣戮が・当なＥＩＦｔｌ なく 一個人の為にほ存のｊｌ４堺市が道ぬの境界を示す為作っ

たほ五（Ｒ・ と市をの加ＷＳ） を破壊す るな んてを県でき ない。

・肖 な１１由 なく 力を もっ て市役所の職員が率先 して縁石の破壊行為を する のは犯罪行

為である。

また 、元 ヵあ る縁石の破壊工事でで きた道ＳＳ分 をＲｔと して Ｒ家 に無償譲渡し 、そ

こに 隣家 は自 分た ちの塀を建て 、Ｒつその道路のＲｔ化での面積増 によ り隣家は建蔽率

をク リア ーし、家の建築許可を得たのである 。当 １嶌＝あ る市役所鼈戮が、 「ほ家の塀が今

のの まま 縁石があれば入ら ないので、縁‾卮を壊 した」と 証言 した。

一個人のこの よう なを勝手な行為を堺市が許すと はあ きれ１をてる。

しか も、 塀を作っ た後、新 しい縁石 を税をで作っ てや ると 言う とんでも ない行力 をし

ているのは、 そんなこ とに税金を使うのは許されるも のではな い。

この１４きげた行力は 「盗人に・ａ」白ｉＪ な行力であるｏま るで獸様な大も工事である。

因み に、 これは隣家の新築工事 を請け甎 つた、建築会社の社Ｒが大 きな声で隣家の建

築現場の前で 「ワ シが堺市 に掛け合 って縁心 を新 たに作る よう にし てや った 、新築祝い

だ」 と話 して いる のを 回い てい る。

これ らの行力 は全てぬ費（市Ｍの税をお よびｔ力交付税） が使われてお り、 Ｍ故市役

所の中で不止行為を止めるすべがなかったのか。 （こ１ヒＳｔｊ縦事務所のＦ参与並びにＧ参与

の証言）

この件で手目獵を して肖力に力添え をしてく れた中野稔：子府会議菰は 「こ こまでの工事

をや らな かっ たら 表向 き違法と分か りに くい けど、こ こま でや った らア ウト ですね」と

呆れてい た。

これで、 決定白！Ｊに道路は変えられて しま った。この回Ｒ行為は道ぬの無償譲ｉ（建蔽
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率を クリ アー にするため考えたぶｉＥ行力） を行うためのぞｉあである こと は回白である。何

故な ら縁石は道路なの だか らである。

ほ会ａＪ肖が口にｉすほど、あから さま な（ もう 夕し知ｔをｉ して、市■の譲呑。を 隠す

のかをｊｌするむあだと・ うが、あ まり にも 見え見えの行力） なから民への譲渡行為だと

言える。

この工事をす るあ に（Ｒ家のま搾物であ る塀 を入れさ せて やる ）范家と 反対９のＨ八

との官民境界点を既存の道Ｓ４回に約４センチ伸ばす不ｊミ行為を・堺市の職員は苞時担肖して

いる測量士（Ｃ氏）にＳｔ したのである。

この通り 、本件のンＦ ＪＥＥ測量は堺市 と隣家が最初から仕組んだ悪質極ま りないも のであ

る。

また、その不ｉＥな測ｊヨ（を する ため測Ｊｌｔ士は、ｍｍの境男・標 （釘であ ったため乳つけに

くい ものであ った）を隠して、 ４２Ｓり の新点を １日 点と して測きをし、そのぬ果、 ポミな筆

Ｗ確ｔ書を堺市に提ＩＢしたのであ る。 それが回｜家資格を持つ者のするこ とかと言いたい

が仕事と して得る報雅の為に止む無 くやったのであろ うが、許されない行為であ る。

Ｉ天｜み に、 この違法行力によ って作成された境界標を向こう 隣のＨ氏は違法な行為に

よって作られた標識だとして■がして破棄している。 甄方も土の中にまめている。

隣家が当時の東ぼ役所の職員に便まを回るよ うに依頼したこと が、 最終白りに市道の無

償譲渡につながってお り、 隣家をはさんだ両家に迷惑をかけており 、市役所は過ちを隠

蔽するのではなく 正直に認め、 元の状態にするのが役所の責務であると 考え るので即刻

その よう にするこ とをＳく 求める。

②　Ａ氏のパワハラ行為の詳細

今回の陳情にあた りＡ氏に関して市役所職員 とのやり 取り をＥ録したメ モを細部にわ

たっ て点検したと ころ、１ １４ （平ま２６年６Ｊｊ） 大ｋ府議会の中ほ稔子議員 を頼 り、 ｇ緯等

の調査をお願いしたこ とがあり 、中・議員からは 「今回の件で一番悪いのは違法建築を

やったＲ家（南） だが、ＡＷ悵 （開・■ｔ邸　開発指導ほ　饗え事兼壜辰）もぬ罰を受

けて いる から 許し てや って ほし い」 とコ メン トを もら った。

【因 みに 、肖初日 本鼈７翫の会に所Ｘし てい る市会議員に調ををお■い した が市会議員

だと しがらみ等が影響する ｊｉｒ能性がある ので、府会議戮の中野議戮がその役回り を担つ

てく れた】

これは、 市役所自邸でｊミＩＳｔ幕 を特定し、違法行為に関与 した こと に対 して処罰 した と言

うこ とだと考える、しかし具体ＭＪなぬヨの内き等について覡つていないが、その後その

亀戮は、 他部署に 異動 にな った こと を聞 いて いる か、 前回 の陳情を 行っ た時の回答に、

当然 それが含 まれ るべ きで ある が、 それが含 まれず所謂市役所職員 の不 ｉＥ行為 の隠ぺ
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い、 もみ消し なの では ない かｏ

因み に、 Ａ課長がこの不ｉＥ行為に関与 したのではと ・われる行為 をＥ載す る。

先ず最初に、 苞家 を訪れたおり 。不ｉ］‘解な行動に鴇る ので、実に不愉快であ った。

それは、 無言で当家と 隣家の境界ま で行 き、 不正に後付け された境界標を見たに も拘

わら ず、 肖方に一ｌＪ確認 もし ない で、 その場を ＩＬ ち去 った。その後、その境界標は不ＪｉＥ

行力によ ってなり付けられたこ とがわかったのか、自分の不ｍ行為をもみ消すため、事

実無根である数４ の嫌がちせ行為を連発したのである。
ｌ

いわゆるパワハラ行為である。 その詳細は以下のとお りである。

ＡＪＩが市役所Ｆ’ｉ］で不ｍを・いた とｔ識で きる 事ＪＩは当蒭の書面に残つてお り、 次のｌｉ

りである。

甄Ｔ｝ｉが市ＲＪ万を迩ねたお り、 肖Ｍ＝建築ｍ４ほのＢほ長 も回席し た面談鶤にむこっ た。

その時Ａ氏は、その面談の中で異常に興奮して下記の件を列挙 して ｌｉ方を脅すので、

事実にＲする こと で范方を脅す行為を縦けたので、実に不愉快であ りが収ま らないの

で、 Ａ氏には面談の場から退席 して もらった。

Ａ氏は自 分の保４ を優先し前後が見えな くな り、 異常 なＲ奮状態に なっ たと ・われ

る。 それはＢほ長 も認めて いて、その場でＡ氏に注意 したが受け入れる どこ ろかます ます

興奮して当方にｒａ］かってき た。

自ら のａちを指摘 されると 人は動揺から興奮する が、 それを絵に描いた よう であっ

た。 ムキにな って前のめり にな り、 これでも かと言わんばかり に裁つて きた。

何故事実 と異 なる こと を並べて善良 な市民を 脅すのか、そ の答 えは はっ きり して いる

と考 えて いる 。Ａ氏が 自ら 手を 染め たぶｉＥ行為 を隠蔽す るた め、 范Ｔ｝ｉのあ らを 搜し て難

癖（責任の転嫁） をつけたのである。

その行為 によ り肖 方はそのＳ怖、ス トレ スか ら今でも ぶい 出す と涙が止 まら なくな

る。 パワハラ行為の具体白！Ｊ項目 は次の通りです。

家と 塀の 間の距離 を甄方は８０ｃｍ開けてい るの に、 目視確認せず グー グルマッ プを 持ち出

して３０ｃｍ しかない と決めつ けた。

市役所の開発ほのＩ職ＢもＡ氏から その よう に聞いていて、「そち らも色ヵ ある よう

なので隣家と はお五い様ですよ ね」 との話があり 、肖力に確認もせず、 その説ｌｊで他の

職戮を押 さえつけていたＡＪ又は自 己の１宋４のため とは言え、あ まり にも卑怯な行力であ

る。

苞家の屋根が敷地からはみ出していると主張。

これを説明するため、 素人がやる幼稚な手段を使った。
Ｘ

それは、 ここ に記載するの もむずか しい よう な馬鹿げた行為で、先にも きべたダーク
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ルマ ップ を印ｉり （両家と 境界線の グー グル マッ プを写真風に 印刷）し 、ｌモｌ らか にＲ家９

に傾いた線を引き、当家の敷ｊｉが隣家に越境していると圭張。

少な くと も、 役所で建ａ関係の管ミ職を して いた 人物であ るな らそ の様な素人的 な振

る舞いは しな いと Ａ１１い たい が、 「呆 れた 」の一旭に尽 きる 。目 視確２を しな いこ とで

グーグルマッ プを使う こと はをくも って許されない。

これには中野府会議丿回ｉ もこ れには「やり 方が回違っていま すね」と話を していた。

それ程万Ｔを （ｔ事） を備いたこと で、 ＡＪ３ミ；は気持ちが動１６していたのであろう。

市役所の職員が市Ｒを脅して言いな りに させるこ とは、絶対にあっ ては なら ない。

更に続けて当家が家を新築 した時に建築確認書を 出し てい るに もかかわ らず 「苞方のと

ころ は建築確認書をｍ していない」 と主張。

当家 は家 を新築す る時 に、 二世帯住ｔと して家を 建て たの で、 建築確Ｓ書の 提１おは肖

方のもではな く、 もう 一方でだ している。

参考までに苞家はパナ ホー ムが建築 した ものであ るが、范家は前面道ぬが狭いため夕

しだけ堺市に寄付 している のである 。その苞家に対してあ まり にも 無礼の数４である。

あってはならない職員によ る個人情報の盗み見行あ
Ｗ

Ａ氏 は、 自分の業務に 関孫のな いこ とで、建築確認戛係のデー タに アク セス して 、そ

の状況を調べたと 思われ、 それをも って 当家にプ レッ シャ ーを かけ るつ もり だっ たと推

測さ れる 。個人情報保護の観点から これ も職権きＬＪｌｊ と言 える もの であ り看；ａでき ない。

ここ で何 より もｊＢ：要な こと は、 市役所職員が無断で市民の個人情報をまみ見 たと 言う

事実である。

これらの脅Ｘ！さ れた時の こと は今 も鮮明に覚え てお り、 ぶいｉすたぴに、 その時のを

怖が収ま らず涙が出て くる。

肖時このＡ氏から一般市民に氈けら れた恫喝があ まり にも 酷い。

この件につい て、 中Ｉｌｌ府会議叺は、 この件に係わ った堺市建ａ濮｜係亀員の謝畧状を取

り付 けて くれた。

３． 今回 のほ情に おいて市役所側か らｌｊ確 な回答を 求める

①　ｊｌ ヵあ った縁石 をま して 道路の■状を 変え るの は、 力を もっ てＪＪ１４大変戛。す るこ とに他

なら ない。

これは道路である縁石つま りそれは道路の譲渡なのである。

これ は市役所職員 の職権乱Ｈｊ も甚 だし い。 「道ぬの譲渡 は一 りＪ して いま せん」と の前

回の陳情でＳａ課の発言はｉＥ しく なく 虚偽であ る。

この 鶚発行為が、 縁石 ＝道路である こと から道路譲渡その ものであ り、 道路譲渡を堺

市はＪＥ直にｔめて、 九の工Ｅ しい道ぬに仮面； しなければな らな い。
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②　・法なｌｆＳ取り ｉ！。み測・を測量士にＳ く指示して無！Ｈやり 行わせた こと での堺市の貴

ｔＥ は大 きく 、深 く受け止めな ければな らな い。 そしてその不ｍ測量をＳａほはほめ、ｉＥ

さな ければな らな い。

萢方 はそ れを ｍす よう 何度か市役所 にｍ ｌｆｉ］ いた が、 その都度杜！肖者 のＪＲを 隠し て説明

責任も来たさず、 ふてぶて しい態度に終始したため、 あま りに も不誠実で怒 りがおさま

らず、面談の後、 その 力１で人事晟にけびｉＪき 、こ の不 ｉＥＭ・のをてを 聞い ても らっ た。

③　・１１さ れた筆Ｗ確ｔ書をＩＳ譲渡のａｌ日］に して はな らな い。

これはま さに私文まイ４１１で ある 。堺市は・・筆Ｗ確凅急で決裁 してｍ鶚を変ｊｌし

た違法行為（罪） は大きく 、その責むＥのまさをほく 受け止めなければなら ないｏ今回の

Ｗ情において上Ｅ①②③にがする堺市の丁寧な説りミｊに よる回きを求める ものである。

４　 前回 を踏まえて今回の陳情にあたり 事実の整Ｅ！１１１
・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１

①　市役所鶚が信 じた （確２をせず）岌苳鼈のｆｙり 替えＲ言はＲ家Ｘび建１会社の４４証

であ る。 肖方の塀の作 り替えに ついては、隣家は偽り の図面をつけて堺市を 信Ｊｌｊ させ、

そこ で損 した分を 道路 まで ｉｌ！長 を長 くし てく れと 執拗 に堺市に 迫っ たこ とに より 堺市の

担萢者は肖方に一切確認するこ とな く、 その話を孺呑みに し、 言い なり にな り認めてし

まっ た。

その初動の間違いをも み消すため、 当方がＢ４家の敷地に越境 している と決めつけるし

かなかった。

そし て部下の市役所職員に は、 それ をミ由に道路の譲渡は仕方 ない こと だと 納得 させ

たのであ るｏ

そこからＪａＢと の聡談時に、 「お宅は塀を作り かえたのですよね」証言の裏が読み取

れる のである。

当時の上 司は 回・ を確認し てい ない はずはな い。 しか しな がら 、不ｍを もみ がｊす必要

があ るた めに、見て見ぬふ りを 決め ｉ！み、 肖方 には一なＪ確ｔは しな かっ た。 何ぬなら確

認すれば葹方に作 り話であるこ とを見抜かれるため、 あえてそれを しなかっ た確信犯で

あり 、肖方と して はそ こま でなめら れて いる とぶ うと 強い憤り を感 じる。

また、これらの堺市の行力は行政と してやってはいけない行為であ り、 それをＦｊＳｊ奏か

ら指摘できない体質は改善すべきである。

本来 なら ば指導すべき ｊＬ ｊあ の堺市が完をに反社勢力に負け た形であ る。 見て見ぬふり

ではなく 、荐‾をに対 して きちんと 内奏肖ｇのできる役所であってほしい。 にれらの不

ｊＴＥに 対し ても 肖時の路政諜職戮のＤ氏並びにｔ奏加１域事務所のＦ参与 はＦタＥｊ部告を とし て苞

方に匹．Ｅを ほめ た上で謝宍１ した）

また、このａ暴なやり 方については、肖１４建築都市局開を調整部のＡＲ（壜県、） がＸ
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幕である こと は、 当時、中野府会議員がｉメＳｊ 部調査を した結果、は っき りと Ａ氏がこ の不

ｉＥ行為 に瓶与していたと 言う きＲがあ ったが、 肖然 この件が前回の陳情で２ｉＥ式 に話がｉ

ると ＳＩ解していたが、陳情の回答には一ｇ言及されてい なかったので、今回は はっ きり

記載 させて頂 く。

路絞課と して このＡ氏の開発行為を万能にす る為 に道路境界変更を認め、その決裁を

行使 したのは揺るがない事実であり 今回は絶対言いｊｉれを２めない。

②　筆Ｗ確ｔ書は①の流れで決めら れて しま って作ら れた もの で一委棄後の もの であ り、

それにざるまでの経緯の不透明さを透明にすべきである。

堺市 自ら の失態を 芭方の塀の作 り換 え・ とし て（虚偽）肖方にその責任 を擦 り付けてい

るだ けで はな く、 そこ から 更に筆界確記書提 ａｊ した のだから 塀の作り 換え を２めた のだ

と決めつ け、 それで確証を得た として筆界確認書の所為に して いる 点において二度まで

甄方に責任を擦り 付け堺市 自ら の失態を認め ないのは責任転嫁であ り過誤で きな い。

それ とは別に、堺市は市民９か ら筆界確２書が苞てい るか らと している が、 市民が申

しｍたら道路を譲渡するのは理解できない。

Ｓａ課が不ｍ測ｊｌ１ を■固に指示 （いわば命令）して、 それを認めさせた こと で、 開発

ほも ｊヒ部道路事務所 もや らざるを 得な かっ た本件の不ｊＥ（戛、）の根ぶ はＡＲで ある が、

そのお膳ｌｌてで道路境界変更を認めた路畋課にその責任があ る。

ＦＪ天も 「何故そ のよ うな荐Ｔｉ＿Ｅを ａめ たの か、 やは りｔＳ遣Ｓ事務所 と回 じで反社・力

にや らさ れたのであろ うが、当方にはをて内密に して 申し ＲＲなかった」と 頭を下げた。

この ｜大ｊＳ告発があ るの だか ら、 路ｔ課は不２ｉＥ を認め今までの回まっ た対１芯 を謝３した

上で、元に戻 さな ければな らな い。 もし認め ないのであれば、 あま りに も見苦しい行為

であ る。

これでは、道路の管ミ１をすべき役所がその任務を果たしていない、あってはな らない

こと であ る。 それＪユ降についても 、当方は署名押日］を拒絶 した こと から 、土ｔ家屋調査

士（Ｃ測量士）が苞方に回意を得る こと なく 筆累・確禁書をｎｌ造 （Ｃ側釐：士が范方の署もを

ａｔ）し、堺市に持参したこと が、 のち に鈍`戮丿頂、のＥａ・（肖ｌゆ） が肖家を訪れたほに

持参したのでを覚した こと から もこの筆界確ｔ書は愼家が４４ＳＥ工作をしたぶＪＥに満ちた

もの であ り認めら れな い。

③　今回の道滌、取り ふみ・Ｒ渕・をＳ固に指示 したのは他な らぬ堺市であ る。 それは②に

もｊきべた・ りｋ社勢力の脅しによ るも のと・われる。

筆界確認書に つい ては、や はり 堺市 と回様当 方も ほ家 の関係者 に恫喝を されて警察の

ぷ動 を要請し たこ とも あり 、こ れな上の抵抗は難 しい と判断し て、 不本意ながら 署才１し

たも のである 。こ れは決裁時の ものでは ない のである。
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その道路上の境界点については、後にな って土ｔ家ミ調査士会の苦情委戮会で。 担范

したｌｉ士（ＣＲ）が翫く イ申びた とこ ろからね４セ ンチ手前に、 うｉの境Ｗを示すタ丁があっ

たと 証言 して おり 、境界点はは っき りしてわかっ てい るに も拘 らず、筆界確ａ書作成の

為には、 その事実を隠べい して 「堺市の指示する境界点はここ だ」 とその偽 りの点（新

点） を示 した のである 。（それは後 にな って 甄時のｔ積測Ｍ回 に反する もの であ ること

が牛Ｕり１）

つま り堺市と 土地家屋調査士の両ｊ＝ｉで肖方を 信ｍ させておいて、しかし ながら実際に

は両者が結託 して萢方をだまして筆界確認書に署もを させたのであ る。

事実、ｊｉの点は境界を示す釘だけであ るの で、 甄方 も苦情処１１委員会か ら示 されるま

で、 その存在が本肖にわからなかっ た。

それを良いこ とに 、Ｅ課長 も境界氈は「 ここ だ」 と甄方を だま して道路取り 込み測量

を指示したのである。

「塀の作 り換え」 と言い、 「筆Ｗ確２書があるか ら」 と言い二度ま でも 当力を裏勁つ

た責任はＲ家 （南）だけではな く、 堺市にも あり 、個人の不Ｊミ行為に対して、 ■し く指

導すべき ｊＺ４の 「政令指定都市」 である堺市がその不‾£に協力 したこと はをくを もって

許さ れな い。 堺市民と してぬ平ｇ止な行ａを求め ると 共に、今回の陳情で萢方。を無視し

て違法である 道路譲渡 をＳ行したこ とを 深く 受け １ｈ め、 それにをつた流れを一部始終明

らか にすべき であ る。

ぬ来だけ の筆Ｗ確禁書の所あに する こと は今 まで瓷。べた き日］か らも 絶対 に・めら れな

いｏ もう 一度問う 、今回の道ａ取り ｉ！み測ｔは何故道路 まで約４セン チ伸 ばし た境界点を

ｔｔ士に・因に指示したのか、 そこ に至るには如何な る経緯があっ たのか。

堺市の指示が先にあり きであり 、その測・の嶌点では筆Ｗ確・書は存をしないのであ

る。

その こと から も肖 方の筆Ｗ確ａ書を根拠にし ては なら ない のは凧白 であ る。

肖方 は、 堺市が反社勢力か らの脅し によ り不 ｊＥ行為 をや らさ れたのだ とをつて いる

か、 とは言え、言い訳ぽか りせずに、それを ｉＥ直に訂ｉＥす るｉ気を持っ てほ しい。

それがＫ年こ のｆｌニ で苦 しめ られた（濡れまを着せ られた） 甄方 に対する 償いであ ると

考え る。

なお 、今回本件を 翦確２す るゆ で、 この よう な事例（ ｉ： 隣の 地ぼでの道ぬの無償譲

き） はｔにも Ｒ生 している と言 うｊｌｌ報を市会ほｊ４から鶚たが、Ｓに回様の事例があるか

ら默題な いの では なく 、なぜｔ方自 治法 を守 らな いの か、 その程度 なら 誤差の範囲だと

言い ｊ九れす るの か、 何故譲渡する 心・性の ない事案 にも 関わ らず、そ のよ うな 地方 自治

法を無祖する よう な行力を したのか、そのＪＩＥＩＥＩの説ｌｊと 氛に、ぞ しい職務執行と法令遵
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守を 強く 求め たい。

ご存 じの よう に、 堺市の標語に、「ダメ と言えるｉ気 とそれを見守る社会」 がある

が、 まさ に、 やっ てし まっ た粫ちのむあ に対 して ダメ と言 える 組織 （市役所）であって

ほし いし 、そ れを 厳し く見守る 市議会であっ てほ しい のである 。そ れを今回お願いした

くて再陳情する次第である。

５　 今回本件を衷陳情するにあたり 様４ な：肖度からの翦検証

そのひとつと して本件は、 これだけの不ｉＥ行為であ り・２１４１１報に該肖する事案である と考

えている。役所自邸においても 内部告発する職戮が居てほ しいが、 残念ながら市役所内部で

不ｉＥを正す行動をするものはいなかっ た。

唯一ほ政ほのＤＪｊｔ 、＝１ヒＳ■ぬ事務所のＦ氏は自力 にｐり邸きＲをし てく れた が、 れａのぷ祥事

は人４の暮ら しに与える影響も大き く「不ｍの芽や組織のゆがみを発見したらえＥしなけれ

ばな らない」 とな益通報保護法があるが、本件はまさに范方が堺市民と して、このＱ益・報

を行 うも のに相肖する と考 える。

堺市の職員の行っ た不‾ＶＥ行為と はｊ２４ 道路であった縁石部分を破壊し、公共の財産である

道路 を堺市の私有物である かの ごと く、 一個人に ばら まい たこ とである。

それによ り、 本来一直線であるべき 道路が、 驚家宅の前だけ飛びぷ し、 カタ カタ な道路に
４

なってし まい、こ の予１様な見苦し い形状を ずっ と市民の前に さら けＵｊし てい るの であ る。こ

の不ｉＥ はぬちに旡五すべきである 。こ れは堺市の恥であ る。

苞喚、ある市役所の職員から「堺市は１センチでも道ぬの横領のＩ疑いがあると きは、ヘリを

飛ば し厳 しく 取り 締ま る」 と聞いた こと があ る。

本件は４セン チも 道路の横領をＲ家に堺市が指示 したのである。

知り 台いの道Ｓ工事鶚係者はこのぷ条ａｌな こと に憤ａしていた。 その関係者が証拠として

道ぬ工事のぢ真を その場で撮影 し提ｍしてく れたのである。

それは現場を見れば一 目瞭然で誰が見て も不ＪＥ と分かる ので ある。

そこ だけ飛びぷし てい るか らで ある 。堺市は現場確認第一圭義 を掲 げて いる と翫いて い。

る。 この現場を見て恥ずか しく ないのか。

元は一直線道路である こと は、 法務局堺支局備付な図にも記載されているとおり であ る。

その不ｉＥを さらけだす、 きしい縁石工事までも ｜隣家の言いなり になって加ｌａやって しまっ

たの か。 その くい違い にゴ ミが溜ま る等 のＥｇｌｌ日Ｅｌｊで 芭方 も道ａ工事を やっ ても らっ たの である

が、 本来これは隣家の・ま行４がなければや らな くて もＪ；１い工事である。

・ずはＲ を元 にＲ した上で、当方も 一直線に戻し ても らう こと を切 に望むの であ る。

政令指定都市である堺市に猛省を促すと 回時に直ちに この不自然に食い違っているみっと

もない道路をｊ１の状態にをｊＥす るこ とをお願いする。
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一方の市Ｒを優１１し、他の市Ｒに は冷１１する こと で多 くの市Ｒは１セン チ飛び出 しに・いて

いるのである。そ して飛び出さ ないよう にルールを守っているのである。

路政課と して 、いや堺市と して 、そ のよ うな相反する 理不尽な こと が許 されるは ずも なく

不平等極まり ない。

堺市 とし てすべて の市Ｒに対し て公平なＴｉＥな 姿勢で対応す るこ とが行政の基本である こと

を忘れて はな らな い。

今回のほ情に おい て冒頭１の①②③ と３の①②③に対する ほきある 回答 を求める もの とす る。

追記

この４牛に関 してお務省が行つている行ａ相談にｍ自］き 事情を説ＩＪ した とこ ろ、 堺市のよう

なほ令都市は、他のむ Ｆ’Ｒ］ の自 治体 と異 なり 大阪府の指導が■ ばす、そ れを 指導でき るの は市

議会議員 、市議会であ る。 そし て、 その力を もっ てし て不ｉＥ をｍ して くれる市会議戮は市民

の強い味方である のだ と聞 きま した。だから こそ、こ の不ｍを一緒に闘 って くれる市会議員

を搜すよ うア ドバイス をＪＩき ました。 そのｇｌ ぽ１から本件は真実を１１ らかにするため、 市議会

議員 の皆様を 信じ て再度堺市議会議長様に陳情書 を提 ぽＳ させ て頂 くこ とに しま した ので何卒

よろ しく お願い致 しま す。

堺市議会議長様に於かれま しては、 市議会の権Ｗ。のひとつである調を権を実施 し、 この堺

市役所のンドＪｒＥを有・無■にして握り潰すこ とな く、 また今後回じよう なＲ社勢力の言いなり

にな るこ とに よる 不ｍ を繰 りぷ さな いた めに も、 善良 な堺市民の陳情内容を モた分精査して

頂き 、誠意を もっ て公回ｍ大で納得のい くご回答 を早急に 、そ して私共堺市民に対し て、政

令指定Ｓ市である堺市としての自覚をも って苞事者一方ではな く双方からの平等な確ａを怠

らな いこ とを誓っ た上で、 その説明責任を果たして頂 きま すこ とを心か らお願い 申し上げま

すＪ

このよう に回 らかなぼ拠『ＩＳであるほ石をｊ東 して、その　 邸を市』∃ｉＳに払い下げた） があ

るに もかかわらず、今まで堺市の職員は自邸月の不ｆを認めず仲間を守 り、 白邸ｒｌｊを守って

きま したが、 今、 心要なこ とは 自やたち の‾夊Ｓを守るのではなく 、堺市のほま （道ぬ） を守

るこ とではないですか。道Ｓ（市の財産）の使いｊ１みはｊｍ３です。

こ匹、上担当 部ｊｌが自分たち を守るね 、襟 をｊＥすのを拒ｌりし た場合、 それをｌＥすため にマ

スコ ミの力を恬ｍする こと も考えており ます。し かし なが ら堺市民 とし て堺市の恥を世回に

哂すのも 忍びなく 、先ず。は堺市議会の議員 の皆様のな平公吏 な判断を信じ て、 それを頼 りに

したいと ぶっ てい ますので、市会議戮の皆様何卒 よろ しく お願い致 しま す。

＜陳情事項ン

１． Ｗ情書提菰（再提鵬） の七ＥＩ
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令加２年７Ｊｊ２ 日に提出 したほｊｌ戔香（堺議事第９３３サ）に対する「ほ情の審をね３１４：Ｓ告につい

て」 を令ｆｎ２年９大Ｊ３０日 にｉ！知香を受けＪＲ りま したが、 そのｊｌ知香にＭａされている内さ （審

査結果： 本件については、 苞局に善処方を要望致しま した）が市役所側から現在にｊざる まで

市民のＭに責イヨＥを押し付けるこ とばかり で、 堺市 として中４のある、そ して誠意のある回答

を得 られてい ない。

前回のほ・朏こお ける 第２：まｉ（ １） （２）（３） は事実と 異な りｌｉ固抗議する。

その回答の中で道路確定協議は 「道路部分」こ１外の境界点や民Ｒ境界線の２長等を確定する

ものではない」と あるが、 今回の境界点は、 先ず官民境界であるので、 その境Ｗ点は道路部

分以外と断言するのは回違いであり 、その境界点は道路部分の何物でも なく 、虚偽発言であ

り認めら れな い。

道路であるべき縁石の とこ ろを取り 込んで測量を詔めたこ とに より 、１１！長４ｃｍ も長 くなつ
ｌ

たこ とは、■路を譲ました こと にｔなら ないのでる。 「きぬ・ｔを譲ました事実 もない」こ

れも をく もっ てま４４Ｒ言 （回 答） であ り、 いずれも 事実に反 している。

何ぬなら、戮家（南） の建替え工事にあたり 、ａに確定している道ＳＳう五｝ヽの事で、 道ぬ境

琲礁定Ｓ議をする 必■は一ｇＪ ない と鶯える 。（その胤か ら堺市のＺＩＳだ と確定している）叭

故、 その協議を受け入れたのか、答えは隣家に道ａを譲渡して道路の形式が変わった為に必

要やむな しなのである。その為に今回の萢方の測ｔからも 道路幅が狭く なっ ているこ とが、

それを物語っ ている。 堺市として如何な るＳＥｔｌで協議をするこ とになっ たのか、 今回明確に

して ほし いと 思い ますｏ

もう 一度記載する が、 それＪ２太前に確定している道ほ部分の肖協議をする ｊｌ由は何なのです

か！

役所 として言い・れは市Ｒとして受け入れがたく 実にぶ愉快である 。事実にあづいたＲ言

を求める為に、今回陳情するも のと する。
ｌ

なお、今回この陳情書を作成する前に、 肖方が市役所の関１部署を訪回 し、 説明を求めま

した が、 堺市９は筆界確詔書を ａｌ Ｆ１１に して、既に回答済 とし て説 りＪミｊ を拒絶し まし た。

こ、 のた め、 市会議」戮を ・じ て再度問い合わせ をし まし たが、筆界確ｔ香があ るか ら、 また

この よう な事鴨は２ＲｔＫでもを生 しているから、今回が９別なこ とではないと 聞き 直りと

も言える回答でした。

今回の件は、 ｔ方 自治ま第２３８条の４第１項に りＪｊら かに ｉｉＲしてい るに もかかわ らず、筆Ｗ確

認香があるからと市民にその責任を擦り付けるこ とに終始 し、 市職員に よる不ｊＥ行為である

遺Ｓを譲渡した事実を組織ぐるみで鼈蔽するのは許せません。

その為、 今回の祠：度の陳情に際して、 従来の考え方をま本に して、更に甄方が面談時に得

た情報（市役所の職戮、市会ま叺、 府会議戮等４ から の） をｊおにほ情香を作成 しており ます

ので、それに対する回答を求めたいと児、い ます。
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（１ ）・ぬのー部であ るほ石を嗷す回ぬほ→■ぬ をＲ家に無償譲き （次 の２（１ ）でその詳細 を■べ

る）

本件においてＡＲをａＲと する 開発課が加入宅の建替えにあた り・Ｓの一部であ る縁石を

壊す開発行為 を行 った。こ れは道路 を一個人に譲渡す るこ とに他な らな い。 元４ 遠Ｓであっ

た縁石を壊して策家のＳ積増→建ぺい率 クリ アー に堺市が協力 した形で ある。

「道路を 譲渡 して いな い」 とす る前 回の 陳情に対する 回答 は、 篤ら かに偽証であ ると共

に、 これは回 らかに市役所 とし てあ って はな らな い違Ｍ行為であり 、こ れに対す る回答を求

める。

（２）上Ｅ（１）をも み消す為のＡ」３ミ；の市Ｒにがするパワハラ行あ（次の２（２）でその詳加］を洛。べる）

ＡＪｊミ；に（１ ）の件を默いただ した とこ ろ役所ｉみｌで肖ｉゆの建築指導ほのＢほＲ回席のも と■談し

た毀に大声で数４ の事実に反す る暴言と 言え る嫌がら せを する こと によ り威縦し た行４はＡ

ｊ天 白ら の行ざを 加Ｊ とかお＝ｉのあら をま してｉし去ろ うと する役所鶩戮としてあ るま じき 卑劣

極ま りな いも のであり 、絶対に許さ れな い。 市民 に対する パワ ハラ 行為 その もの であ る。

何故そこ まで してやる のか、その心要性は何処にある のか回答を求める。

（３）堺市の道路取り ＩＸみ違Ｒ測量の強い指示（元の境界標の隠べい）

本件の道路取 り込み測量に つい て、 甄方が土ｔ家屋調査士会の苦情処ミ１委員会に不服申し

ｌｌてを した とこ ろ、 その委員 長は 「こ んな ツラ のａｉて いる 測量 は違反だ。堺市に 予１議申 ＵＬ

てを する 」と 言っ てく れた が、 「堺市と 自家から Ｓ固 なＲ対に あっ た、 もはや堺市は村役場

に成 り下がっ てし まっ た」 とのｊｌ事を もら った。

（庖情きＳＩ委Ｅ会の処ＪＩに つい て）

堺市はｍ義がｉ！らず違反がｊるのかと言いたい。当方も１時より現在に‾ｔるまで一貫して

ツラ の皀てい ないｊｌの一直線の遠ほに復ニ比するこ とを訴えてい る。 そして測量士日く 、その

堺市に「遠路に４センチ飛びぷ した とこ ろを涸れ」ど指示されたと、それがまずあり きであ

り、 筆界確ぼ書はその指示のも と後になって作られた ものであると先の土覧家屋調査士会で

証言 している。

そも そも 本件は元の境界標 を隠蔽し 肖方 をだ まし て新境界点を元点だと 堺市 は圭張し 、Ｒ

家と共謀して筆蒭確ｔ書を作ったものであり 、当方はそれに断固抗議を続けているｏ そのぶ

誠実な行力を 甄方は刃暘、にな い、 土ｊｉ家屋調査士会の苦情委員会に 申し ｍた のである が、そ

この委員Ｒも 堺市の違Ｒ行為をｔめ堺市に復ｊｌ を求める ため に、 Ｃ涸・士 に回行し て堺市役

所へ行く とまで言って くれていたが、堺市の強固な反対にあったとするが、 この大き なンドｍ

を絶対に認め ない。

当時市役所の建ａＪｉｊの部長を務めあげて、その後相談員と して美心【Ｘ役所にいた力が、そ

の：Ｆ法行為 につ いて相談 した とこ ろ「 自で９ヽ も路政課に進言す る」 と言 って くれたが、Ｓほほ

の職員から「ＯＢはでしゃ ばるな」 と言われてしまったので、 「こ の件の協力はこれ貉、上難
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しい、申 し訳ない」と 陳謝された。

才目談した皆が口を揃えてｍし くせよと言ってく れている こと から苞方も復九をずっと堺市

に訴 えて きた。

そして当方はｊｔ点が良く わか らなかっ たので、 示：羝界点か ら新境界点に変わったのな らＲ

の境界点のぢ真を筆界確認吉に載せるべ きだ と主張したが、無視さ れて しま った。

そこで当方は令和になって測・事務所に濕測・を依頼し、 ｊｌ境ｊ！点の存在と 回１ゆにｌ加６０

年代の測量がＪＥ しいことがわかっ た。

この場合、絶対にｊｔｋ積渕き回を守らなければなら な。いのは、 建設界のルールであるはず

だ。 何故に堺市は不ｍな無茶苦茶を市民に押 し付ける のか。その無軌道ぶり は他にタｌのみな

いものであり 実に腹ｊＺた しい。

堺市の■制的に違反測ｔを押し付けるこ とは共産主義その ものであ り、 Ｒ生生義の我がｍ

にお いて は、 Ｒ意にＲする ものであ り、 その よう にし て作成さ れた筆Ｗ確ｔ書を １１ ＥＩＥＩ にして

は絶対ならない。

何故そこ までｊＥ義を貫く 市Ｒに対 して役所は違反を押し付けけるのか、その回答を求め

る。 本来指導 うすべき堺市が違法行為を率先 してやる こと に、 呆れるばかり であ る。

○堺市は土ｔ家屋調査ヤ会の不服審査委菰会の復ニ瓦要請を断固拒絶すると は堺市は何様と

思っているのか。

必要のない遠路譲渡を行い現状変ｊｌしているに もかかわ らず、第ミ者機鶚の要請を拒絶

し、 ｀氛状復帰しないのは極めてｔ質である。力をも って現状変ｌｌを しておき ながら、 芭方が

何度も復九を要求 している にも拘わらず、それを元に戻さ ないのは役所Ｓ員 としての職権乱

Ｊ１１行 ｊＺ５そのも のであり 、市Ｒに対する裏切り 行為であ る。

この こと から 今回の件は堺市が隣家から依頼 され言う ・り に従って しま ったぶｊ］ＥＭＩがま

ずあ りき であ り筆Ｗ確２杳はそれをニ瓦に堺市と■家がＪｔほして作られた ものなのである。

Ｒ家の圭張を優先するあま り肖家は どう でも’良いのかと言いたく なる。遠Ｓを我が物ど・

い役所は不正をあ くまで貫いた。これにより 遠Ｓ取り ｉ！み測量が行われフＦｉＥな官民境界の変
＝

更に至るのである。その変更はその決定そして実行に至る まで甄方に堺市からのｌｌち合い要

請は一切なく 、当方に無断で行われたも のである 。　 ｊ２ｊ、上の こと から堺市はこ の不ｊＥに満ちた

筆Ｗ，確２書 をｊＥし くｉまめ なけ ればなら ないのである

２． 今回の陳情において市役所９か ら明確な回答を求める

（１）元４あった縁石を壊して遠ぬの形状を変えるのは、 力を もって現状変更するこ とに他なら

ない。

これは道路である縁石つま りそれは道路の譲渡なのである。

これは市役所職員の亀権きＬＭｊも 甚だ しい。「道路の譲渡は一切 していません」と め前回の
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陳情でかは課のそきはｍし くな く虚偽である。

この現発行為が、 縁石＝道ぬである こと から道Ｓ譲渡その ものであ り、 道Ｍ譲渡を堺市は

・直に認めて、元のＪＥＥ しい道路に復元しなければなら ない。

（２）違法な道ぬ取り ふみ測量を測ｔ土にを、く 指示 して無きやり 行わせた こと での堺市の責任は

大き く、 深く 受け止めなければならない。そ してその不ｉＥ測量を路政課は詰め、ｉＥさ なけれ

ばな らない。

当方はそれをｍすよう何度か市役所に范鸚いたが、その都度社！肖者のＪ八をほして説虱責

任も 来たさず、ふてぶてしい態度に終始 したため、あまり にも不誠実であり かおさま らず、

魑談の後、そのえで人事售にｉ ［白］き 、こ の不ｉＥ慝ｔのをてを聞いても らっ た。

（３）捏造された筆界摧ｔ害を道路譲渡の理包に してはな らない。

これはま さに私力こ古ぬまであ る。 堺市はｔｍま筆蒭破ｔ害で決裁 してま跖境鼎を変■した胤

ま行為（麌） は大 きく 、その責任の重さ を深 く受け止めな ければな らな い。 今回の誨Ａにお

いて上記（１ ）（ ２）（３）に対する堺市の丁寧な説凧に よる 回答を求める ものであ る。
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翫情第　　１１　　号「建設委」気会）

公共交通について

陳　情　者　　　堺市堺ぼ

堺市のバス・ な共交通問題を考える会

事務局長　松　永　健　治

中　 ｎ　茂　瘻

／ｊヽ池　哲　夫他 ６９９名

バス ・公共交通について

陳情の内容

誰も が自 白。 ・｜央適で、 安を ・安心で安価に“Ｓ動”で きる かどうかは、 市Ｒの生活に とっ て万罵

欠である だけでな く、 ｔ域社会 ・ま ちづ くり の土台です。 公共交通、と りわ け路線バスは市民に

とっ て日 常の足であり 、住民生活・ まちづく りの骨組みで もあ りま す。 今、 堺市内で もｌｌ転士ンドえ

などからほ線バスの減便が起こ っている など、府下・ 全Ｅ回で も厳 しい状況が生 じていま す。 １１転

士不足の解消には、心的役割が求め られます。そこで、障害者や子 ども たちはじめ、 全ての市民に

とって一層便利な路線バスにするために、以下の通り要望します。

＜陳情事ＪＩン

１１ 今、 さｔＭで起こ って いる 路線バス の減便は中止 し、 Ｓ線バス を維持・ 拡充する よう 堺市と

して役割ををたして下さい。べｌ転士不足の解消のためにな白り役割を果た して下さ い。

２． お弋かけ応援制度を維持・ 拡充 して下さ い。 加え て、 障害者・ 子ど も・ 生活目§｜窮者に も、高

齢者と回様の制哉。（１００Ｒｊバス） をつ くっ て下さい。

３． おでかけぶ援Ｍ度適Ｊ１が象外のを市Ｒ を対象に した上ほ 「２００ ド」バス 」の覧靴をつ くっ て下

さい。

４． 各地域か らのバスな八交ｊｌに 関す る要■に は責ｔＥ を持って Ｊあ えて 下さ い。 バス搾の安を性や

快・性（ミ根やベンチのほ■等）確保を叭うて下さい。

－５３　－

受ミ年Ｊ１日　令和 ８年 リ１ ２９日





ほ情第　　 １２　　１（文教委員会）

陳　情　者

支援学校について

堺市堺区

堺市泣ｌ支援学校保護者有志

束　　　智枝美べ百舌奥ま後手校ＰＴＡ 会長）

宮園分校設置と今後の堺市を支援学校について

陳情の内容

日ｌまｉ より堺市の特別ま援教育■びま援学校のモた実にご尽力いただ き、 あり がと うございます。

宮獵分校の戛校がいよいよ２ヶ万後にに！つ てき ました。 しか しながら、校舎は完成しておらず、

実際に４Ｊモｌか らｉ！う 子どもたちやその保護者はいま だに宮回分校の見学や体験ができていませんｏ

また 、新設の学校であ りな がら 、上神谷支援学校がａ置さ れた 時の よう に年明け に管ａｌ職の先生や

宮園９校の中心と なる先生方の人事が発令さ れる こと もな く、 十かな準覧がされているよ うには児、

えま せん。肓がい のあ る子 ども は初 めて の場所や新し い環境に強い不安を抱 きやすく 。学校生活の

スタ ート にあ たっ ては、十分す ぎる ほどの準備が必要です。こ れま で宮回分校の開校に氈けて注力

する との答弁が何年に もわ たり 繰り ａさ れて きま した が、 現在の状況を前に する と、 その取り 組み

が子 ども たち の実情に十分応え たも のであっ たの か、 疑問 を抱かざるを 得ま せん。

１２Ｊｊ の議会では支援教育課長から、 令１０６年度から令和７年度にかけて、 支援学校在籍の児童生徒

数が想定より上振れしているこ とが認識されていたとをきがあ りま した。推計の乖離を認識しなが

らも 、こ れま での 間、 次の ｀夊援学校Ｗ獸の計画 をｌｌて よう とも せずａ置 されてき まし た。 令和８年５

ｊＬは降に令和１２年までの推計をｍされる とのこと、これまでのよう な児童生徒数の推計のｍｊ違いは

許さ れま せん。年４増加す る支援学校の児童生徒数を想定 し、 余裕を持たせた推計を ５Ｚてる ことを

希望 しま す。

堺市の障がいのある子ども たちが笑顔で学校生活をきれる よう 、ま た、 この先も安心 して堺市で

適加Ｊな支援教育を受ける こと がで きる よう ＪＪ下の６点について陳情 しま す。

＜陳情事ｇｉン

１． 宮回分校

５５



（１）在校生の希望ｊｌ択制につい て、 ｊａまに も「せめ て子 ども の成長に節目 に当 たる 高学年にな

る年と中学部に入る年は宮回うｊヽ校への転翫をｊｌべる よう にしてく ださい」 とずっと陳情して

きま した。これまでの答弁では 「それぞれの支援学校において児童生徒の個４に応じた支援

を安定的に継続するために は、 それぞれの支援学校におＳ／ヽて児童生徒を計画的に受け入れ、

児ま生徒数に適した施ほｔ備や教甎戮配・な どをむう こと が重Ｘである と考えており 、令和

８年度に限定する こと が望まし い」 と答弁さ れて きま した。

しか し、 １２Ｊミｊの文教委員会で支援教育ａＲば、 「嶺ま寂備や教育活動等について、 皆様の

不安感を払拭する ことが難しく 、結果と して転籍する児童生徒数が少数となる見ふみ。これ

まで行ってきた転籍の意［ａ］調査や保護者説明会での意見を踏ま えますと、支援学校分校への

転籍を希望されなかった保護者の皆様は様ヵ なＳいを抱えた中で、 今ａつている支援学校に

りｌ き縦きを■すると１ほされた。 この よう な中で、 令加９年ま！ユほにｉ：まめてＲ■者にま援ネ

校分校への転籍の有無を判断していただ くこ とは、保護者に大きな心１１白り負担をおかけする

こと とな り、 望ま しく ない と考えている 」と 答弁されまし た。

これまでの答弁と は少 しｌｊｉｌ容が変わっ てい ます。心理白ｉＪ な負担を保護者にかけてし まった

と考えているのであれば、 少しでも子どもたちや保護者に寄り添つた対応を求めます。特に

小学部低学年の子を持つ保護者は子ども の成長において先の見ｊｌ しが持ちづら く、 高学年・

中学Ｓぐらいになると ぐんと成長する子 も多いこ とも。想まがつき にく いです。 ですので、高

学年になる年と中学部に入る頃に宮回分校への転籍をｌｌべる よう にしていただけないで しょ

うか。一緒にま学 した いと ｇう 子ど もた ちや保護者の ＡＳいを くん だ対Ｊお をおＳい しま す。
Ｓ

（２）令和７年１２Ｊ］文教委戮会では宮園分校への入学者一 転学者数の数は２０～３０１程度と示され

まし た。 小規模な学校にな りそ うですが、ＰＩ滑な学校１１営がで きる よう に先生方のｉｌ置や予

算措置をおまいします。ま た回 じ敷地内での宮回小学校と宮回分校のｌｌ営がス ター トしま

す。 両校が手を取りきって多様１生のある学びｊあと なる よう に、 教育委員会は責任を持つて宮

園分校だけではな く宮回小学校への支援 もお願い しま す。
Ｓ

（３）宮園分校への転 ・入学者が少ないこと から、教育活動に も影響を及ぼすのではないかと危

・１１しています。Ｍえば■ｉ白万事は百舌氛支援学校の本校と共催で実Ｓした りするな ど、 集回
Ｓ

での学びを保障してく ださい。

２． 堺市ｊｌ支援学校の今後の見ｉ！し について　・

（１）宮園分校が完成して３校体制でｉＥ営が４Ｊモ｜からス ター トしますが、 上神谷支援学校の来年度

の児童生徒数は横ばい、百舌鳥支援学校は微減と おＲｊき していま す。 宮回分校ができて も支

援学校へのニ ースが減って おら ず、 次年度も 百舌鳥・ 上神谷共 に学級定数を ＪＥＥ縮 して のクラ

スｊＥ営をさ れる こと は保傴。者からも想像がつ きますｏ 教育監は前回の大綱質疑において『令

和８年５Ｊモ１む』、降に推計を見直す」と も答弁されています。 一刻 も早 く市ｊｌ支援学校児童生徒数

－５６　－



の推計を示し、支援学校の狭隘化を解決 して ください。ま た百舌、氛支援学校の移転 も早急に

行つ てく ださ い。

３　 先生方の人事予５・あ準について

（１）今年靴末か ら新 しい人事異勤ま準で先生方の予Ｓ■が行われるよ うに なり ます。新 しいあ準

では初任者の先生方が３年、それな降の先生方が６年の異動と なる とお聞き しま した。初任の

３年では一■ り仕事を覚え たら すぐに４ｉＳ して しま うこ とに なる とぶいま す。 ‘そ うな ると、

ま援学校の専ｒ９ ・ｉ生か低下した りするのではないかと叺になり ますｏま援学校の先生力の人事

については特別なＳ慮 をお願い いた しま す。

４　 堺市ＪＸＺ／Ｊヽ中学校の特別支援教育の専ｒ９性の鸚上に向けて

（１）来年度から小中学校を校にａａ指導数まが鼈置されると お聞 きしてい ます。ま た支援学衙、

の学びの場の見直 しに よっ て、 支援学級での学びをし っか りと した もの にしてい くと もお聞

きし てい ます。堺市の支援教育が夕 しで も自］上する こと を期待し てい るＫｍｊ、支援学級や ｌｌ

級指導教室の先生方の専でＸ性は高 まっ てい るの だろ うか とぶ安を覧え るこ とがあり ます。ま

援学校に入学する児童生徒数がなかなか減ら ないのも 、こ こに原ｌｉ！§ｊ があ るのでは ないかとも

感じ ます。小中学校、 特に ｊ！常の学級の支援数塰の専ｒｌ性を高めていく よう に、 市教委から

ノｊヽ中学校への指導をお願いします。

－５７　－

受ミ年万 口　 令和 ８年２万 ２日





Ｗ情第　　１３　　昜（文教委戮会）

放課後施策について

陳　情　者　　　堺市＝｜ヒＫ

堺学：ｉ保育指導戮労働組合

黒　 川　 恵　美

陳情のＦｉｉｌ容

平素は堺市のＷａ、後ｍ・Ｒを育成事ｉ （むＪ、下、 掣気保育事■）にご尽力いただき、 厚く 御礼申し

上げます。

堺市教育委員 会は 、２年後の「のびのびルー ムへの統一」 を発表し まし た。 私た ちは、こ の統一

で、 のびのびルームの内容がよ くな るこ とを翻っ てお りま す。 しか し、 昨年１０ ＪＩ に行われた「保

護者アン ケー ト」 で「回食希隻制の導入」が検討 されてい ると とがわか りま した ｏ回食はのびのび

ルームにｊｌ うこ ども たちにと ってとっても大事な問ミです。 こどもたちの戰け替えのないａほ後の

生活を充実、 発展させるために Ｊユ下の項目 を陳情いたし ます。

誠意ある回答をおＳい します。

＜陳情事ｇｉン

１． アン ケー トの問題点

昨年１０ＪＩ 、「おやつの提供に関するニーズ調査」 が突然、 ｅメ ッセージな録者にＪＸ られてき

・ま した。回答期 回は １０Ｊ１　１４ 日～１７ 日の４日 鶚と なっ てい まし た。 この アン ケー トに は次のよう

な問Ｓがあり ます。「ｅメ ッセ ージｔ録者に ＫＲ定さ れている こと 」「 こど もの意見を聞いてい

ない こと」「期双が４日しかなかっ たこ と」 です。

これまでのア ンケ ート でも 回食についての要望があっ たこ とは呶つてい ますが、 今回のア

ンケート をも とに教育委員会と ｌｉき事業者が「回食希ＭＭの導入」の検討をむうこ とは上２

の問題剋から みて 、あ まり にも Ｓリ ｜です。 「回 ｔ希ｔ制導入」を Ｊ１直し てく ださ い。

２． 現在のおやつ

現在の回 食の Ｆ’ＥＪ 容に 回題があ って 、食べな い、 食べ残す、も って 帰ら ない とい うこ とが起

こっ てい るのです。現在の 「回 食」 の実態を細か く把握して、 鶚題、課Ｓを 出し て、 その改

隻ｊモｉをについて関係者 にど も、 ｍ導員、 保・者） を含めてＲＳ’す るａ関と Ｊｔ！ｊ 回を ｆｉＥつ てく

－５９－



ださ い。

３． 放課後児童ク ラブ運営指針

発達Ｚ程 にあ るこ ども の成長に あわせて 、放課後のｌゆ「ＢＩ帯に心・ とさ れる 栄養素や活力面

を考慮し で、 おや つを 適切 に提供す る。 おやつの提供 に苞たっ ては 、補食と して の役割もあ

るこ とか ら、 昼食 と夕食の時回帯等を考慮して提９Ｅ時回や内容、 量等を工夫す る。 □おやつ

の提ｍに際しては、安全八び衛生に考慮する とと もに、こ ども 回士や放壜、後児童支援員等と

のコ ミュ ニケ ーシ ョン の機会と なる ため、こ ども が落ちついて食を楽しめる よう にす る。口

こど もが持参 した おやつや食事につ いて は、 安を八び衛生 に考慮し てミ 適ちりに管をする。

放課後児童ク ラブ運営指針 に「おや つを 適切 に提供す る」 とあ りま す。 また 、「捕食 とし

ての役割」「 こど も回士、 放ほ後見童支援員 とコ ミュ ニケ ーシ ョン の機会」 とあ りま す。

ｌｉ営指針に は「鶚食希■制」 とい う考 えは あり ませ ん。 教育委戮会は 「おやつ」を どのよ

うに位置づけてい るのでし ょう か、 ご説ｌｊ くだ さい。

４． 戮食希望制のｍｊＳ点

食べる子 と食べな い子では なく 、食べる こと がで きる 子と 食べ るこ とができ ない子がいる

状・ を教育委ＪＲｉ会が作 りぷ して いい ので しょ うか。「今日 のお やつ は持 って帰る わ」 と「食

べる 、まべな い」 は本人が決定でき るも のでいいのではな いで しょ うか。

こどものＭ持ち、 ｌｇはどうなるのですか７ 「希望Ｍ」と いう 聞こ えはいいが、 「を故」を

持ち込んでし まい ます。決める のは保護者です。 物価高騰で家計は苦しい状況が続いていま

す。 「残すく らい だっ たら 、い らんやろ 」と いう 家庭が増 えま す。

現在、堺つ子 くら ぶ・ すく すく 教室では、おやつ をｍ していま せん。堺つ子 くら ぶでは、

おやつの時回 に部屋の移動や食べる 時回 をす くす く教室の こど もが帰っ てか らにする など、

工夫を・いられて きま した。今回、 のびのびルームに もこのよ うな４犬Ｒをｌ考ちａもう として

いま す。

「さ あ、 今か らおやつです よ。 ○○ さん、ＯＯさ んは別の部屋にい って くだ さい」と 、言

われて落ち着いていられますか。こ ども にぞ僥を持ち込ま ないでく ださ い。

「翫食希壥Ｍの導入」 を進めよ うと する ばか りに様４ なリ スク に対Ｊおする こと が求められ

てい ます。こ れは、ｍＳ員 の仕事内さを さら に参・・に４ヒさ せま す。 また、こ ども たち 回士、こ

ども たち と指導員 との関係にも 悪影響を与え ます。

上記の問Ｒ点について改善の方法を示してく ださ い。

５． 最後に
～

日東にも 書き ましたが堺市教育委丿回台 は２年後の「放簒後児童対策事業の統一」を進めてい

ます。今回の 「回 食希望Ｍ の導入」 をい った ん止めて 、統Ｔの大き な柱 とし て「回食」の問

題を２年かけて検討するこ とを求めます。

６０



「お やつ とお菓子」は違い ます。食べて も食べな くて もい いのでは あり ません。 「栄養

面、 活力面」 だけではなく 、学校生活が終了 してのびのびルームに帰ってき て、 ホツ とする
ｌ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

こと がで きる場所、時回を作り 出して、 こど もか らも ｆｉ護者から も安心しても らえ るよ うな

のびのびルー ムにする ため におやつ は大 きな要因です 。　 鶚係者（ こど も、 ｍ導覧、 ■護者）

を含めて検討する機１１と期翫を作って くださいｏ

－６１　－

受Ｅ！１１年Ｊｊ 日　 令和 ８年 ２Ｊ１２日





Ｗ情第　　１４　　そ（ズ教委員会）

放課後施策について

陳　情　者　　　堺市東区

新金岡東のびのびルー ム指導員会

黒　 ＪＩ Ｉ　 恵　美

陳情のＦＡｉｌ容

平素は堺市のａほ後皿皿事業（Ｊ２ｊ、下、 倅童保育事業）に ご尽力い ただ き。 厚く 御キＬ申し

上げます。

堺市教育委戮会は 、２年後の「のびのびルー ムへの統一」 を発表し まし た。 私た ちは、こ の統一

で、 のびのびルー ムの Ｆ’モＪ 容が よく なる こと を願っており ます。しかし。昨年１０Ｊミ｜ に行われた「保

護者 アン ケー ト」 で「翫食希望Ｍの導入」が検討 されてい るこ とがわか りま した。回食はのびのび

ルー ムに ｌｌ うこ ども たち にと って とっ ても 大串 な問Ｓですｏ こど もた ちの祖け替え のな いａほ後の

生活を充実、 発展させるために以下の項目を陳情いた しま す。

誠意ある 回答 をお願い しま す。

＜陳情事項ン

１． 「Ｈ」食希望制には次のよ うな問題点があり ます。

食べるこ とができ る子 と食べる こと がで きな い子がい る状況を教育委員会が作り ｍし てい

いのでし ょう か。

こど もの気持ち、 意見はど うな るのですか？ 「希望制」と いう 聞こ えはいいが、 「ＥＩ別」
ｉ

を持 ち込んで しま いま す。

現在、堺 つ子 くら ぶ・ すく すく 教室では 、お やつ をｍ して いま せん。お やう の時戛に部２

の移動や時回帯な ど、 工夫 をＳ いら れて きま した 。今 回、 のびのびルー ムに もこ のよ うな状

況を持ちふも うと していま す。

「さ あ、 今か らおやつです よ。 ○○ さん、○○さ んは別の部屋にい って くだ さい」と 、言

われて落ち着いていられますか。こ ども に差別を持ち込ま ないでく ださ い。

指導戮の仕事内容を。さら に多ｊに４ヒ させます。ま た、 こど もたち回士、 こど もた ちと 指導員

との回係にも悪影響を与え ます。

６３



最後に堺市教育委戮会は２年後の「袍丿覗、後ｍ・対策事業の統一」を・めてい ます。今回の 「回ま

希ＭＭの導入」を いっ たん止め て、 統一 の大 きな柱と して 「回 食」 のＩＵＪＳを ２年かけて検討す るこ

とを 求め ます。

「おやつ とお菓子」は違い ます。食べて も食べな くて もいいのではあり ません。 「栄養面、活力

面」 だけではなく 、学校生きが終了 してのびのびルームに帰ってき て、 ホツ とするこ とができ る４

所、 時鶚を作 り出 して、こ ども から も保護者から も安心しても らえ るよ うなのびのびルームにする

ため におやつ は大きなＸ因ですｏ　 ｌｌ係者 （こ ども 、ｍ導戮、９護者）をきめて検貉する敬関とＷ驍

を作 つて くだ さい。

－６４－

受ミ年万 日　 令和 ８年 ２Ｊ］２日



陳情第　　 １５　　号（文教委員会）

放課後施策について

陳　情　者　　　堺市ｊヒ区

光竜寺ノ」ヽ学校 保護者の集い

藤　 Ｅ日　　　徹

陳情のＦ大ｌ容　　　　。

咢素は堺市のａほ後児きＲを育成事１（ｔＪ、下、ネ：ａ４縦育事業） にごｇ力いただき、厚 く１１４］礼申し

上げます。

堺市教育委狐会は、２年後の「のびのびルームへの統一」 を発表しました。 私たちは、この統一

で、 のびのびルー ムの内容がよ くな るこ とを願っ てお りま す。 しか し、 昨年 １０ ＪＩ に行われた「保

ｉ者アンケー ト」 で「回■希ｔ制の導入」がＲ剴－さ れている こと がわかり ました。 回まはのびのび

ルームにｊｌ うこ ども たちにと ってとっても大事な『ｎｌＳです。 こどもたちの社トけ替えのない放誅後の

生活を充実、 発展させるために ＥＩ、下の項 目を陳情いた しま す。

誠意ある回答をお願い します。

＜陳情事項ン

１． 回食希望制には次のよ うな回題点があり ます。

食べ るこ とができ る子 と食べる こと がで きな い子がい る状況を教育委員 会が作り ｉし てい

いのでし ょう か。

こど もの気持 ち、 ｔ見 はど うな るの ですか？ 「希■制」と いう 聞こ えは いいが、 「・■」

を持ち込んで しま いま す。

現在、堺つ子 くらぶ・ すく すく 教室では、おやつをま していません。おやつの戮虱に部屋

の移動や時簷］帯など、工夫を強い られてき まし た。’今回、 のびのびルー ムに もこ のよ うな状

況を持ち ふも うと して いま す。　　　　　　　　　　　　　　　・

「さ あ、 今からおやつですよ。 ＯＯさん、○○さんは別の部屋にいって ください」と、言

われて落ち竃いていられま すか。こ ども に差別を持ち込ま ないでく ださ い。

ｍ導員の仕事内きをさ らに麥ｌｔ４ヒさ せま す。 また、こ ども たち回士、こ ども たち と指導戮

との関係にも悪影響を与え ます。

－６５　－



最後に堺市教育をＪｊ４会は２年後の「ま孰後１童対策事業の統一」を■めてい ます。今回の 「回ま

希望制の導入」をいっ たん止めて、 統一の大きな柱と して 「鶚食」 の回Ｓを２年かけて検討するこ

とを求め ます。

「おやつ とお菓子」は違い ます。食べて も食べな くて もいいのではあり ません。 「栄養面、活力

面」 だけではなく 、学校生活が終了 してのびのびルームに帰ってき て、 ホツ とするこ とができ る場

所、 時間 を作 り出 して、こ ども から も保護者から も安心しても らえ るよ うなのびのびルー ムにする

ため におやつ は大きな・因です。関・き にど も、 指導戮、 Ｓ護き） を含めて検魅するａ関 とＭ回

を作 って くだ さい。

６６

受ミ年Ｊ１日　令和 ８年 ２　Ｊ２Ｊ　２　日



覧情第　　 １６　　号（文教委員会）

陳　情　者

放課後施策について

東大阪市

北八下／ｊヽ学校のびのびルー ム指導員会

石　 岡　 裕　司

陳情のｉ；り容

ぞ素は堺市のａほ後掲：き健を育縦事業 （ＪＪ下、学童５１育事業）にご万１力いただき、厚く貧ＦＬ申し

上げ ます。

堺市教育委戮会は、２年後の「のびのびルームへの統一」 を発表しました。 私たちは、この統一

で、 のびのびルー ムの 内容がよ くな るこ とを 翻っ てお りま す。 しか し、 昨年 １０ ＪＩ に行われた「保

護者アンケー ト」 で「翫食希■制の導入」が検おされているこ とがわか りま した。回食はのびのび

ルー ムにａう こどもたちに とっ てと って も大事な回題です。こ ども たちの掛け替えのない放壜、後の

生活を充実、 発展させるために Ｊｊ、下の項 目を陳情いた しま す。

誠意ある回答をお願い しますｏ

＜陳情事項ン

１． 虱食希・Ｍには次のよ うなＷ甌点があり ます。

食べ るこ とができ る子 と食べる こと がで きな い子がい る状況を教Ｗ委」戮会が作 りｍ してい

いのでし ょう か。

こど もの気持ち、 意見はど うな るのですか７ 「希■Ｍ」と いう 聞こ えはいいが、 「を別」

を持ち込んで しま いま す。

現在、堺つ子 くら ぶ・ すく すく 教までは、おやつをｍ していま せん。おやつの鵆鶚に部屋

の移動や時回帯な ど、 工夫を強いら れて きま した。今回、 のびのびルー ムに もこのよ うな状

況を持ち１！ もう としています。

「さ あ、 今からおやつです よ。 ○○ さん、○○さ んは票」の堋ミにいっ てく ださ い」 と、言

われて落ち毟いて いら れま すか。こ ども に差別を持ち込ま ないでく ださ い。

指導戮の仕事ＦちＪ容 をさ らに多ｊにイヒさ せま す。 また、こ ども たち 回士、こ ども たち とｍ導員

との関係にも ｔ影響を与え ます。

－６７－



欲しがる 子がいて 、こ っそ りあ げる 子がいた らど うな りま すか ｒそ の子 にア レル ギーが

あっ たら 大変 なこ とに なり ます。

最後に堺市教育委員会は２年後の「放課後児き対策事業の統一」をまめています。今回の 「間食

希望制の導入」を いっ たん止め て、 統一 の大 きな柱と して 「双食」 の問ほを ２年かけて検討す るこ

とを 求め ます。

「おやつとお菓子」は・いますｏ食べても食べな くて もいいのではあり ません。 「栄養面、活力

面」 だけでは なく 、学校生活が終了 してのびのびルー ムに帰っ てき て、 ホツ とするこ とができ る場

所、 時翫を作 りＩＢし て、 こど もか らも 保護者か らも 安・Ｃヽ して もら える よう なのぴのびルーム にする

ためにおやつは大きな・｜天｜です。回ｇき にども、 脆導貝、 保ｉ者） を含めて検討する機関と期回

を作 って くだ さい。

６８

受ミ年ヂｊ日　令才日８ 年２ Ｊモｊ２日



Ｗ情第　　１７　　号（文教委員会）

陳　情　者

放課後施策について

堺市北ぼ

東浅香ＬＬＩ のびのびルー ム指導員会

今　石　桂　子

陳情のＦｉｉｌ容

平素は堺市のａほ後児ま健全育成事・（Ｊユ下、 ネ・４縦育事業） にごｇ力いただき 、厚 く御キＬ申し

上げ ますｏ

堺市教育委員会は、２年後の「のびのびルームへの統一」 を発表しました。 私たちは、この統一

で、 のびのびルー ムの 内容がよ くな るこ とを 願っ てお りま す。 しか し、 昨年 １０ ＪＩ に行われた「保

護者アンケー ト」 で「虱食希■Ｍの導入」が検おされているこ とがわか りま した。回食はのびのび

ルームに・う こどもたちに とってと って も大事な回題です。こ ども たちの掛け替えのないを贏後の

生活を充実、 発展させるために。は下の項目 を陳情いたし ます。
～

誠意ある回答をおＳい します。

＜陳情事ｌｉン

１． 回食希ＭＭには次のよ うな回題点があり ますｏ

食べるこ とができ る子と食べる ことができない子がいる状況を教育委員会が作り ｍしてい

いのでし ょう かｏ

こど もの気持 ち、 意見はど うな るの ですか？ 「希望制」と いう 聞こ えは いい が、 「差別」

を持ち込んで しま いま す。

現在、堺つ子 くらぶ・ すく すく 教までは、おやつをｍ していません。おやつの時回に部屋

の移動や時翫帯な ど、 工夫を・いら れて きま した。今回、 のびのびルー ムに もこ のよ うな状

況を持ちふも うと していま す。

「さ あ、 今からおやつです よ。 ○○ さん、○○さ んは別の部屋にいって ください」と 、言

われて落ち着いていら れま すか。こ ども に・差別 を持ち込まないで くだ さい。

ｍ導戮の仕事内容をさ らに多忙化させま す。 また、こ ども たち 回生、こ ども たち と指導員

との関係にも ・影響を与え ますｏ

６９



最後に堺市教育委」戮会は２年後の 「放ほ後児童対策事業の統一」 を進めて いま す。 今回の「聡食

希望制の導入」を いっ たん止め て、 統一の大 きな柱と して Ｔ鶚食」 の問Ｓを２年かけて検討す るこ

とを求め ます。

「お やつ とお菓子」は違い ます。食べて も食べな くて もい いの では あり ませ ん。 「栄養面、活力

Ｓ」 だけではなく 、学校生活が終了 してのびのびルー ムに帰っ てき て、 ホツ とするこ とができ る場

所、 嶌翫を作 り出 して、こ ども から も保護者から も安、Ｃヽし ても らえ るよ うな のびのびルー ムにする

ためにおやつは大 きな・因です 。　 １１係者 （こ ども 、指導員、保護者）を含めて検討する鶚泓と期鶚

を作 って くだ さい。

－７０　－

，受万年Ｊミ｜日　令和８年 ２Ｊミｊ ２日



ほ情第　　 １８　　芳（文教委員会）

放課後施策について

陳　情　者　　　堺市お；ＩＸ

五箇荘のびのびルーム指導員会

伊　 藤　 賢　司

陳情の内容

ヲ素は堺市の放ほ後えおｔを育成事■（Ｊユ下、 学ｔ保育事■）にごｇ力いただき、 厚く ｌｉｌ］礼串し

上げます。

堺市教育委員会は、２年後の「のびのびルームへの統一」 を発表しました。 私たちは、この統一

で、 のびのびルー ムの 内容がよ くな るこ とを 願っ てお りま す。 しか し、 昨年 １０ ＪＩ に行 われた「４縦

護者アンケー ト」 で「翫食希９制の導入」が検討されているこ とがわか りま した。鶚食はのびのび

ルー ムにａう こどもたちに とっ てと って も大事なＷ蔬です。こ ども たちの掛け替えのないた・後の

生活を充実、 発展させるためにな下の項 目を陳情いた しま す。

誠意ある回答をお願い します。

＜陳情事項ン

１． 間食希望ａｊｌ』 には次の よう な問題氈があ ります。

食べ るこ とができ る子 と食べる こと がで きな い子がい る状況を教育委員会が作り 出し てい

いのでし ょう か。

こど もの気持 ち、 意見 はど うな るの です か？ 「希望制」と いう 聞こ えは いい が、 「差別」

を持ち込んで しま いま す。

現在、堺つ子 くら ぶ・ すく すく 教室では、おやつ をｍ していません。おやつの為翫に部屋

の移動や時双帯な ど、 工夫を９いら れて きま したｏ今回、 のびのびルームに もこ のよ うな４犬

秕を持ち込も うと していま す。

「さ あ、 今からおやつです よ。 ＯＯ さん、○○さんは別の禁煙にいって ください」と、回ｒ

われて落ち着いていられま すか。こ ども に差別を持ち込ま ないでく ださ い。

指導戮の仕事ＦちＪ容 をさ らに多忙化させま す。 また、こ ども たち 回士、こ ども たち と指導叺

との関係にもｔ影響を与え ます。

－７１　－



最後に堺市教が委員会は２年後の「ａ・後ｌ：きが策事業の統一」 を・めていま す。 今回の「回ま

希■Ｍの導入」を いっ たん止め て、 統一 の大 きな柱と して 「翫食」 の高遠を２年かけて検討す るこ

とを求めます。

「おやつ とお菓子」は違い ます。食べて も食べな くて もいいのではあり ませんｏ 「栄養面、活力

面」 だけではなく 、学校生活が終了 してのびのびルームに帰ってき て、 ホツ とするこ とができ る場

所、 Ｗ叺を作 りｉ して、こ ども から も保護者から も安４１ヽしても らえ るよ うなのびのびルー ムにする

ためにおやつは大 きな■因です。関４奈きに ども 、指導ｊ４、 Ｗ護者） を含めて検討する機関 と肖丿回

を作 って くだ さい。

－７２　－

受Ｓ１年Ｊミ１日　令和 ８年 ２Ｊ１２日



陳情第　　１９　　号（文教委員会）

放課後施策について

愾　情　者　　　堺市堺［Ｘ

大イＬＩＩき堺つ子く らぶ指導員会

上　 ＥＢ　 ＥＩヨ　美

陳情の内容

キ素は堺市の放售後・き健を育成事黶（ ｔＪ、下 、学童保台車業） にご尽力 いた だき 、厚 く御キＬ 申し

上げ ます。

堺市教育委員 会は 、２年後の「のびのびルー ムへの統一」 を発表し まし た。 私た ちは、こ の統一

で、 のびのびルー ムの ｌメミＪ 容が よく なる こと をＳつており ます。しかし、昨年１０Ｊｊに行われた 「保

護者アンケー ト」 で「間食希・制の導入」が検おされているこ とがわか りま した。間食はのびのび

ルームにＲう こどもたちに とってと って も大事な問をです。こ どもたちの掛け替えのない放誅後の

生活を充実、 発展させるためにぶ下の項 目を陳情いた しま すｏ

誠意ある回答をお願い します。

＜陳情事項ン

１． 鶚食希鴪某には次のよ うな問Ｍ点があり ます。

食べるこ とができ る子 と食べる こと がで きな い子がい る状況を教育委員会が作り 出し てい

いのでし ょう か。

こど もの気持 ち、 意見 はど うな るの ですか？ 「希望制」と いう ｜笂 こえ はい いが、「を佻」

を持 ち込んで しま いま す。

現在、堺 つ子 くら ぶ・ すく すく 教室では 、お やつ をｍ して いま せん。お やつ の時間に 部屋

の移動や４回帯な ど、 工夫を■いられて きま した。今回、 のびのびルームに もこのよ うな４犬

況を持ちふも うと していま す。

「さ あ、 今からおやつですよ。 ＯＯさん、○○さんは別のＳ・にいって ください」と、言

われて落ち着いていられますか。こ ども に差別を持ち込ま ないでく ださい。

指導戮の仕事Ｆり容を さら に多忙化させます。ま た、 こどもたち鶚士、 こどもたちと指導戮

との関係にも悪影響を与え ます。

７３　－



最後に堺市教育委覧会は２年後の「ａａ後児童対策事業の統一」を 進め てい ますｏ今回の 「鶚食

希望制の導入」を いっ たん止め て、 統一 の大 きな柱と して 「鶚食」 の肖ＩＳ を２年かけて検討するこ

とを求め ます。

「おやつ とお菓子」はＪｉいま す。 食べても 食べなく ても いいのではあ りま せん。「栄養面、 活力

ｉｉ」だけではな く、 学校生活が終了してのびのびルーム に帰つで きて、ホ ツとする こと ができる場

所、 １４回を作り 出し て、 こど もか らも 保護者か らも 安心 して もら える よう なのびのびルーム にする

ため におやつ は大 きな 要Ｉ天ｌ です。関 イ奈者に ども 、ｍ導員 、４ｉ■き） をきめて検副‘す る機関と Ｍ回

を作 って くだ さい。

７４

受理年大丿日　令和 ８‘ 年２ Ｊ］ ２日



Ｒ４肖第　　２０　　サ（大数委員 会）

放課後施策について

陳． 情　者　　　堺市ｔＫ

光竜寺小学校のび（ｒ）びルー ム指導員会

大　塚　謙　治

陳情のｉメ５１容

干素は堺市のａほ後・・ｔを育成事業（Ｊユ下、 ネき係官事業）にごｇ力いただき、 厚く 御寮Ｌ申し

上げ ます。

堺市教育委員会は、２年後の「のびのびルームへの統一」 を発表しました。 私たちは、この統一

で、 のびのびルー ムの 内容がよ くな るこ とを願っ てお りま す。 しか し、 昨年１１ ０Ｊモ｜ に行われた「保

護者アンケー ト」 で「翫食希まＭの導入」が検討されているこ とがわか りま した。鶚食はのびのび

ルー ムにａう こどもたちに とっ てと って も大泉な問Ｒです。こ ども たち の４牡け替えのない放ほ後の

生活を充実、 発展させるために ｊユ下の項目 を陳情いたし ます。

誠意ある回答をお願い します。

＜陳情事ｌｉン

１． 鶚食希ま吮には次のよ うなＩ雋甌点があ りま すｏ

食べるこ とができ る子 と食べる こと がで きな い子がい る状況を教育委員会が作り 出し てい

いのでし ょう か。

こど もの気持 ち、 意見 はど うな るの です か？ 「希望制」と いう 回こ えは いい が、 「差別」

を持ち込んで しま いま す。

現在、堺つ子 くらぶ・ すく すく 教室では、おやつをけ１していません。 おやつの時翫に部屋

の移動や時回帯な ど、 工夫を強いられて きま した。今回、 のびのびルームに もこのよ うな状

況を持ち込も うと していま す。

「さ あ、 今からおやつですよ。、００さ ん、 ○○さんは別の部Ｒにいってく ださ い」 と、言

われて落ち着いていら れますか。こ ども に差別を持ぢ込ま ないでく ださ い。

指導員の仕事［メＳｊ 容を さら に多ｊｌｔ４ヒさ せま す。 また、こ ども たち 回十、こ ども たち とｍ導員

との関係にも・影響を与え ます。
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最後に堺市教育委ｊ∃ｉ会は２年後の「ａａ後児童対策事業の統一」を進めてい ます。今回の 「鶚食

希望制の導入」を いっ たん止め て、 統一の大 きな柱と して 「回 食」 の「１１ＪＳ を２年かけて検討するこ

とを求め ます。

「おやつ とお菓子」は違い ます。食べて も食べな くて もいいのではあり ません。 「栄養面、活力

・」 だけではなく 、学校生活が終了 してのびのびルームに帰ってき て、 ホツ とするこ とができ る場

所、 ｉゆ回を作り 出し て、 こど もか らもＷ護者か らも 安心 して もら える よう なのびのびルーム にする

ためにおやつは大 きな黶因です。回■者 にど も、 ｍ導戮、 Ｗｉき） を含めて齏魅する瓶関 とＪＵｊ回

を作 って くだ さい。

－７６　－

受ミ年天丿日　令和 ８年 ２Ｊモ１ ２日



ほ情第　　２１　　号（文教委員会）

陳　情　者

放課後施策にづいて

堺市東｜ヌ：

八下Ｒ小学校 のびのびルー ム保護者有ぶ

山　 口　 将　一

陳情のＦぺｌ容

平素は堺市の放戮、後｀皿健を育成事業 の、後、 学痼：保育事業） にご尽力いただき 、厚 く御礼申

し上げます。

私たちは学童保育に子 ども たち を預けている保護者です。

昨年１０ＪミＸにｅメ ッセージにて 「おやつに関する アンケー ト」 が突然実施さ れま したが、 十分な説

虱がない まま 「おやつ の希ｔ制」が導入 され よう とし てい ます。

つき ましては、猖、下の氈について慎重なご対応をお願い申し上げます。

孤下のミＦＵ から 、おやつ希望制の導入について は慎ｔな蓊検討をち、く求めま す。

＜陳情事項ン

ｉ． アンケー トの実施方法とＦ大ｌ容の不備

・回答期回が４日 翫のみ

ｅメ ッセージな録者にＲ定

内容が簡素で、子どもの視点が欠如

さら に、 突然の亟知に気づかず未回答と なっ た保護者や、 ＦヌミＩ 容を 十分 に！１１解で きな いまま

回答 した保護者も多く 存在する と考えられま す。

この よう な状秕では、 アンケー ト結果が保護者を体の意向を反１泱 して い：ると は言えず、Ｍ

度変更の根拠としては不十分です。

２， アン ケー ト結果の公表 と説明責任

アン ケー ト対象者であ るＲ護者にはぬ果 を知る権利があり ます。

自ｄＥＩ Ｅａ欄に は多 くの意見が寄せら れた と推察さ れま すが、現時点で十分な説明が行われ

ていません。

鼈度変更を進める 前に 、丁寧な説明 とフ ィー ドバ ック を求めま す。
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３。 保護者会が実施した独自ア ンケート の結果

市の アン ケー トの結果 を踏 まえ 、当保護者会では校ＩＸＦｚｉｊの学童 にａ う全８６世帯 を対象に独

自ア ンケ ート を実施し まし た。

未回答も含めた結果はｊ２え下のｊ！り です。

市の アン ケー トに つい て、 「お やつ の希壥Ｍ導入」についての賛否 を回 きま した。

賛成 ：１１ｔｔｔ帯

・反対： ５３世帯

未回 答： ２２世帯
ｌ

ｊく の・ほ■きが 「説明：ぞえ」「子どもへの■Ｗ」 「‾糢湯ｉ匹の増加」 などを■をしていま

す。

おやつの希望制は、

希望する子ど もと 希望 しな い子 ども が回 じを驍でｌｌごす こと によ る不タ平感

指導員の管：ｌタ！社！の増加

・子 ども 回士の心理白！ｊ スト レス

を招 く可能性があ りま す。

現場の意見や負担への猊慮がぶ十分なま ま制度変更を進めるこ とは、子ども と指導員双方

にと って新た なス トレ ス要 ＳＩ とな り得 ます。

市のアンケー トのみを根拠に制度変更を進めるのではなく 、これらの結果も踏ま えた慎重

な１ 断を 求め ます。

４． 子ど もた ちの意見の反映

おやつを 食べ るの は子 ども たち です。

おやつは補食 としての役割だけでな く、 放棄後の楽しみと して の４１而 もあ りま す。

堺市の倅：ｌｊｆリＪｌｊ Ｍ童、・■者、そ して 現４で従事す るｍ導戮が本甄に おや つを 隻んでいな

いの か、 萢事きの声を 聞く ａ会を鼈けて ください。

－７８－

受理年大丿日　 令和 ８年 ２Ｊミｊ ２日



翫情第　　２２　　号（文教委員会）

放課後施策について

陳　情　者 堺市４ヒ［‾入：

新金岡ノＪヽ学校 のびのびルー ム保護者会

会長　下　 谷　佐　江

陳情の内容

日頃より 、堺市の子どもたちの健やかな成長と、 学童保育を・はじめとする子囑て環境の充実にご

尽力 いた だい てお りま すこ とに、心 より 感謝申し上げます。

さて、このたび学童保育において検討・ 導入が進められている 「回食希望覧」につき まして、学
Ｓ

童保育に子ど もを 通わせる保護者と して 、強い不安と 疑問 を抱いて おり 、こ こに切実な思いを もっ

て陳情いたし ます。誠意あるご回答をよ ろし くお願いいた しま す。

＜陳情事項ン

１． 「回ま希ｍｌ」」 の導入に反対するほ情售（学ｔ保育）

学ま４ｉＷにおける「おやつ（回ま）」 は、 単な る楽 しみや『ｉ？？ｇｌＳ （お１子）ではあ りませ

ん。 放縦後、 長時回を学童保育 でｉａごす子 ども たち にと って 、心４の健康 を支 える 大切 な生

活の一部です。

学校から帰ってき た子ども たぢは、 空腹や疲労を抱えています。その状態で安をに、 落ち

着いて学童保きの時回 をＺごすためには。回食に よる適切なエネルギー補給が欠かせませ

ん。 おやつは 「補食」 とし て、 夕食までの時回を健康的につな ぐ重要な役割 を果たし ていま

す。

また 、お やつ の時鶚は 、子 ども たち にと って気持 ちを切り 替え る大切な ひと とき でも あり

ます八ぷ：だちと 回じ もの を食べながら会話をし、一 日の苞来事をＪｔあ‘するーそ うした何気な

い時回が、学童保育における安心感やＳ場所づく りの基盤 とな って いま す。

本来、学童保育で提９１さ れて きた 「おやつ （鶚食） 」「おま子」 ではなく 、霤ぷ箆の子ど

もたちの体を考えた「ｔ事の一Ｓ」 であ り、 これまで子どもたちのｔ康と生活をまえてきま

した。

しか しな がら 、こ れを 「希望制」と する こと によ り、

７９



・周回と の違いによる疎外感　　　 ・遠。慮や我慢を強いられる状況

など、新たな 回題が生 じる こと を私 たち は強 く雙、念 して いま す。
ｌ

さら に、 学童保育では 「一緒に食べる楽 しさ」や 「回 じ時回を共有する こと」をｉ！ じて、

子ど もたちは社台性やたいやり を自Ｒにをにつけてき まし た。 回食を個人のｌｌ択に委ね る１１１１

度は、こ うした日 ４の積みｔねを分断し、学童保育が本来果た して きた役割その ものを損な

うＳれがあり ます。

子どもたちは、自 ら制度を選択する ｊＺ場にはあ りません。だから こそ、私たち大人が責任

をも って 、すべて の子 ども にと って安心でき る環境を 守る 必要があ ると 考え ます。

。は上の１１ ぽ１ から、私たちは学童保育における「回食希望制」 の導入に断固としてＲ対し、

すべての子どもに等し くおやつが提ｍされる現行の仕組みを維持していただ くこ とを・く要

望い たし ます。

どう か現４の実情 と、 子ど もたちの声に真摯に目 を向け、 皿力、制度変ｊｌでは なく 、子ど

もの最善のｊｆｌＵ益を第一に考えた判断と して、現行のあり 方を維持 ・尊：１：し ていただ きますよ

うお願い申し上げます。

」２Ｊ、上、 切実 な１１１ いを もっ て陳情い たし ます。

８０

受ミ年Ｊミ１ 日　 令和 ８年 ２Ｊミｊ ２日



ほ情第　　２３　　芳（文教委員会）

陳　情　者

放課後施策について

堺市北区

百舌，６ ／ｊヽ学校のびのびルーム保護者会

代　表　川　崎　　　直

副代表　美馬本　雄　大

陳情の内容

平素は堺市のなほ後見ま健包育成事業（顕後、学童保育事業）にご尽力いただき 、厚 く御礼申し

上げます。

私たちは学童保育に子 ども たち を預けて いる保護者です。

霧年１０Ｊミｊ、 突如ｅメ ッセージによ る「おやつのアンケー ト」 が実施さ れま した。その後、私たち

保丿者への説篤が不十分な まま 「おやつの希望覧」が導入されよう としています。こ のこ とについ

て、 訌下 の項 目を 陳情いた しま す。 誠意ある ご回答を よろ しく お願いい たし ます。

＜陳情事ＪＩン

１　 アンケー トの実施方法、内容について
ご

アンケー トの実施方法について、「たっ た４日戛のみの回答期默」 であるこ とや、「ｅメッ

セー ジの登録者のみへの実施」 。と なっ てお り、 実施方法に問題がある と考えま す。 また、Ｆ’ミｊ

容についても 、あ まり にも 簡素な質問ｌ大丿 容であり 、本来のおやつの必要性や子ど もた ち目線

でのおやつの視点が全く示されていません。

この よう なア ンケ ート をも とに希望Ｍの導入を進める のはやめてく ださ い。

２． アン ケー ト結果の公表につ いて

アンケー トの鶴来について、な表してく ださ い。 アンケー ト対象者である保護者には、結

果を タｌ］る 権飢があ ると 考え ます。特におやつ についてのア ンケ ート は、 これまでに実施され

ていなかった こと もあ り、 自白Ｅ載椢に は多 くの１、見が集ま った こと が推察さ れま す。

アンケー トの結果をも って、水面下で希望制の導入を推し進めるのではなく 、対象者への

フィ ードバッ クや中獸報告など、丁寧な説明をゼなっ てく ださ い。

３． 子どもたちの意見について

－８１　－



おやつを食べるの は子 ども たち です。保護者のみに意見を 聞く のではな く、 子ど もた ちに

も意見を 聞い てく ださ い。 おやつは、放課後 をル ーム で萢ごす子ど もた ちに とっ て大切な捕

食であり 、楽 しみの一つです。 堺の学童保育 を利用す る約１万人の子ど もた ちが、おやつ を本

肖に望んでいないのかどう か、 当事者の声を聞いてく ださ い。

－８２　－

受理年万 日　 令和８年 ２Ｊミ１ ２日



嶌殱第　　２４　　芳（文教委員会）

放課後施策について

陳　情　者　　　堺市ニ｜ヒ区

新金岡束小学校のびのびルームたんぽぽ保護者会

会長　池　島　麻　美

陳情のＦり容

干素は珮・市の放ほ後Ｗ俶隻を育成事業 （ＪＪ後、字四備事・）に ごｇ力い ただ き、 厚く 肖キＬ申し

上げ ます。

私たちは学童保育に子ども たち を預けている保護者です。

昨年 １０ ＪＩ 、突加ｅ メッ セー ジに よる 「おやつ のア ンケ ート 」が実施 され まし た。

その後、 私た ち保護者への説ｌ］がボ十分な まま 「おやつの希望制」が導入 され よう とし てい ます。

この こと について、猖、下の項目を陳情いた しま す。 誠意ある ご回答を よろ しく お願いいたし ます。

＜陳情事ｇｉン

１． アンケー トの実施方法、Ｆｇ容について

アン ケー トの実施方法について、「たっ た４ 日回のみの回答期戛」 であ るこ とや、「ｅメッ

セージの登録者のみへの実施」 とな っており 、実施方法に回題があると考え ます。ま た、 Ｐり

容に つい ても 、あ まり にも 簡素 なｌｔｌｌ］ ｌｊｉｊ 容で あり 、本来の おやつの心要性や子ど もた ち目線

でのおやつの視点が全く示されていません。

この よう なア ンケート をも とに希■Ｍの導入を進める のはやめてく ださ い。

２． ７ンケー ト結果のな表について

アン ケー トの結来について、な表’して くだ さい。ア ンケ ート 対象者である保護者に は、結

果を知る権利があると考えます。特におやつについてのア ンケート は、 これまでに実施され

てい なかった こと もあ り、 自［ＬＩＥ・■に はｊ くのｔ見が集まっ たこ とが推きされます。

アン ケー トの結；宋： をも って、水面下で希望制の導入を推し進め るのでは なく 、対象者への

フィ ードバッ クや中翫報告など、丁寧な説明を行なっ てく ださ い。

３， 子ど もた ちの意見 につ いて

おやつを食べるのは子 ども たちです。保護者のみに意見を聞く のではな く、 子ど もたちに

－８３　－



も意見を聞いてく ださ い。 おやつは、放簒後をルーム でｉａごす子ども たち にと って大切な捕

食であり 、楽 しみの一つです。 堺の学ｔ保育を鷦用する約１万人の子どもたちが、おやつを本

甄に望んでいないのかどう か、 范事者の声を聞いてく ださい。

８４

受ミ年Ｊ１日　令和 ８年 ２Ｊｊ２日



Ｗ情第　　２５　　号（文教委員会）

放課後施策について

陳　情　者　　　堺市堺［Ｘ

大仙小学校のびのびルーム保護者会

会長　 木　戸　 純　子

のびのびルー ムの充実について

陳情のＦｊ５１容

譬素 は堺市のａほ後ｍ童憮。全育縦事業 （猖、後、学童保育事業） にご尽力 いた だき 、厚 く御社申し

上げます。

大タｊノ」ヽ学校のびのびルーム（ Ｊ２Ｊ、下、 大が１の びのびルーム）では、 ここ数年、毎年れｍ人数が１００

おを加え、低学年の鷦鴇率は特にｊいＳｒａ］にあり ます。子どもが・９にをきふまれる事搾が見うけ

られる昨今で、就労家庭であっ ても なく ても 子ど もの安全な放課後の居場所 とし て、 のびのびルー

ムがｌｌばれているのだと感じてお ります。

そん な中 、今年まのｉＥき事業きの競争人才Ｌで、来年度から の１１営事業おが （株）セ リオ （Ｕ下、

セリ オ） から （株）ト ライ グループ （な下、 トラ イ） に変■される とぬ表があり ました。 ３年前の４

Ｊミｊ、 を年にわたって大仙のびのびルームのｌｉ営事業者と なっていた堺市教育スポーツ振興事業回か

ら（４朱）セリオにＸき事業者が■わったほに、 ｍ導員の先生がをて替わり 、氣年度の４宋育はａｊＬを

きた して しま いま した 。 呉`び、こ のよ うな こと を子 ども たち やｆｉ護者がＲＳＩし ない よう 、び１から

混乱なく のびのびルー ムをａごせる よう いかに陳情いたし ます。

また、昨年１０Ｊミ｜ に実施さ れた 「おやつのア ンケ ート 」ですが、実施さ れま した。

その後、 私たちＲ護者への説１１が不十かな まま 「おやつの希ＭＭ」が導入されよう としていま

す。 この こと につ いて 、ｊｊ、下の 項｀目を 陳情いた しま す。 誠意ある ご回答を よろ しく お願いい たしま

す。

＜陳情事項｀＞

’１　 保育 の継続に ついて

４Ｊモｊ より 、１１営事業者がセリ オからト ライ に変更されます。 それまで実施していた保育ｌメＳｊ容

－８５　－



や万事な どが変わ るこ との ない よう にし てく ださ い。 また 、新 しい １１営事業お との り｜ き■ぎ

が十やに ｍ来 るｌゆ回 を持つよ うに して くだ さい。

２． 指導戮の継寵について

現在の指導員が、 その まま 大仙のびのびルームで働く こと を希望した場合、 セリ オの雇用

条件 と回等な上で雇ＪＩ目 し、 保育の継縦がスムーズにで きる よう 、ト ライ に働 きかけを してく

ださ い。

３． おやつの希禁制導入について

実施されたア ンケート は、 ４日 鶚の回答期回 と短 く、 ｅメ ッセージの登録者のみへの実施と

なってお り、 周知徹底されていない上でのア ンケート結果であると考え ます。すなわち、参

考にする には余り にも 回答数が少ないのではないでし ょう か７

また、ｐｌミｊ容 について も、 あま りに も簡素な質鶚内容であ り、 本来のおやつの必要性や子ど

もた ち目 線でのおやつの視点が全く 示さ れて いま せん・。 おやつ代がかから ずに済むから ど保

護者目線だけでの回答にな りがちです。

この よう なア ンケ ート をも とに希・加』の導入を・めてい くのはやめて くだ さい。

４． アン ケー ト結果のを表 につ いて

アンケー ト結果をな表 して くださいｏア ンケート 対象者である保護者には、 結来を知る権

髱がある と考えま す。 今回のア ンケ ート の珎鷙でおやつ希旙Ｍの導入を推し進め るのではな

く、 結果の公表な ど、 丁寧 な説明を行な って くだ さい。

５． 子どもたちの意見について

おやつを食べるのは子ども たちです。保護者のみに意見を聞く のではな く、 子どもたちに

も意見を聞いてく ださ い。 おやつは、放課後をルーム で過ごす子ど もた ちに とって大切な補

食であり 。楽 しみの一つです。 また、をんな でおやつ を食べる とい う子 ども にと って楽しい

時鶚です。堺ののびのびルーム を始めとする学童保カをｆＵＪｌｊ する子どもたちが、おやつを本

萢にｔんでいないのかどう か、 范事者の声を回いてく ださ いｏ

８６

受理年Ｊミ１ 日　 令和 ８年 ２Ｊモｊ ２日
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